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独立行政法人製品評価技術基盤機構

平 成 １ ８ 年 度 事 業 報 告 書

独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下 「機構」という ）は 「経済産業行政に密、 。 、

接不可欠な技術的な評価、分析等を行い、最新の技術情報を国民・産業界に提供する知的

基盤機関」を目指し、平成１３年４月１日に発足し、平成１８年４月より、第二期中期目

標期間に入った。

機構は、バイオテクノロジー分野、化学物質管理分野、適合性認定分野、生活安全分野

の４つの分野を中核として、社会・行政ニーズの変化にマッチした事業を展開している。

事業の実施に当たっては、独立行政法人通則法第２９条に基づき、経済産業省より指示の

あった中期目標（平成１８年度から平成２２年度の５年間）の内容に基づき、同法第３０

条に基づき中期計画を定め、その達成に向けて努力してきたところである。本事業報告書

は、平成１８年度における事業実績を報告するものである。

Ⅰ．独立行政法人製品評価技術基盤機構の概要

１．業務概要

(1) 目的

機構は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に

関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向

上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済

及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資

することを目的とする （独立行政法人製品評価技術基盤機構法（以下 「機構法」と。 、

いう ）第１条）。

(2) 業務の範囲（機構法第１１条）

①工業製品その他の物資に関する技術上の評価

②工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行

う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価

③工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供

④①の評価の技術に関する調査及び研究

⑤①～④の業務に附帯する業務

⑥工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２１条第１項及び第２項並びに第

４０条第１項の規定による立入検査並びに第４２条第１項第８号の規定による検

査

⑦ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３９条の１７第１項第８号の規定によ

る検査並びに第４７条第１項及び第３項の規定による立入検査

⑧電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）第４２条の４第１項第８号の規定

による検査又は質問並びに第４６条第１項及び第２項の規定による立入検査又は

質問

⑨家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号）第１９条第１項の規定による
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立入検査

⑩液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第１

４９号）第６４条第１項第８号の規定による検査又は質問並びに第８３条第１項

及び第５項の規定による立入検査又は質問

⑪消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）第３０条第１項第８号の規定

による検査並びに第８４条第１項及び第２項の規定による立入検査

⑫化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年）法律第１１７号）

第３３条第１項から第３項までの規定による立入検査、質問又は収去

⑬計量法（平成４年法律第５１号）第１４８条第１項及び第２項の規定による立入

検査（同法第１４４条第１項に規定する認定事業者に対するものを除く ）。

⑭化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）第

３０条第５項の規定による立会い及び第３３条第１項の規定による立入検査、質

問又は収去

⑮特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の

実施に関する法律（平成１３年法律第１１１号）第３７条第４項の規定による立

入検査又は質問

⑯遺伝子組換え生物等の使用等の規制等による生物の多様性の確保に関する法律 平（

成）１５年法律第９７号）第３２条第１項の規定のによる立入り、質問、検査及

び収去

２．事務所の所在地

・東京本所

〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10

代表番号 03-3481-1921

・バイオテクノロジー本部

〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8

代表番号 0438-20-5760

・生活・福祉技術センター（大阪）

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第２号館別館

代表番号 06-6942-1112

・生活・福祉技術センター 標準化センター 標準技術課（つくば市）

〒305-0044 茨城県つくば市並木1-2

代表番号 029-849-0500

・北海道支所

〒060-0808 北海道札幌市北区北八条2-1-1 札幌第一合同庁舎

代表番号 011-709-2324

・東北支所

〒983-0833 宮城県仙台市宮城野区東仙台4-5-18

代表番号 022-256-6423

・北関東支所
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〒376-0042 群馬県桐生市堤町3-7-4

代表番号 0277-22-5471

・中部支所

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第２号館

代表番号 052-951-1931

・北陸支所

〒920-0024 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎

代表番号 076-231-0435

・中国支所

〒730-0012 広島県広島市中区八丁堀6-30 広島合同庁舎第３号館

代表番号 082-211-0411

・四国支所

〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 高松第一生命ビルディング５F

代表番号 087-851-3961

・九州支所

〒815-0032 福岡県福岡市南区塩原2-1-28

代表番号 092-551-1315

３．資本金の状況

機構の資本金は平成１８年度末で１９０億７２３６万２６５０円となっている。

４．役員の状況

定数：５人（理事長１、理事２、監事２）

機構法第７条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事２人を置く。

２ 機構に、役員として、理事２人以内を置くことができる。

（平成１８年３月３１日現在）

役 職 氏 名 任 期 主 要 経 歴

理事長 御園生誠 ２年 工学院大学工学部環境化学工学科 教授
日本学術会議会員

理 事 野中哲昌 ２年 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油精
製備蓄課長

理 事 所村利男 ２年 製品評価技術基盤機構 企画管理部次長

監 事 荻布真十郎 ２年 通商産業大臣官房付（平成８年８月退職）
非常勤 （現：財団法人素形材センター専務理事）（ ）

監 事 前川美之 ２年 三菱化学株式会社 代表取締役 兼
非常勤 専務執行役員 技術・生産センター長（ ）

（現：三菱化学株式会社 顧問）
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５．職員の状況

機構の平成１７年度末常勤職員数は４２７名、平成１８年度は、業務遂行に最適な組

織を構築するため、製品事故や事故につながる情報の収集分析体制の強化を図るべく、

生活・福祉技術センターに事故リスク情報分析室を設置するとともに、地方支所につい

ても情報の収集・調査を的確に行う体制の確保する等、組織見直しを行った。なお、一

般職員数の対前年度末増減比は△２．５８％である。

平成１８年３月末 平成１９年３月末

常勤職員 ４２７名 ４１６名

うち任期付研究員 １９名 １６名

非常勤職員 １２１名 １３０名

うち研究・技術専門家 ５３名 ５７名

技術員等 ６８名 ７３名

６．設立の根拠となる法律名

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び独立行政法人製品評価技術基

盤機構法（平成１１年法律第２０４号）

７．主務大臣

経済産業大臣

８．沿革

・平成１３年４月 独立行政法人製品評価技術基盤機構設立

（備考）

独立行政法人製品評価技術基盤機構の前身は次の図のとおり。

独立行政法人製品評価技術基盤機構（平成１３年４月設立）

製品評価技術センター（平成７年１０月改組）

通商産業検査所（昭和５９年１０月設立）

工業品検査所 繊維製品検査所

（昭和２７年８月設立） （昭和２３年１１月設立）

化学製品検査所 機械金属検査所

昭和２６年４月名称変更 （昭和２６年４月名称変更）（ ）

輸出毛織物検査所

日用品検査所 （昭和１５年１２月設立）

（昭和２３年１１月設立）

輸出絹織物検査所

試薬検査所 機械器具検査所 （昭和３年１月設立）

昭和２３年９年設立 （昭和２３年１０月設立）（ ）
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Ⅱ．業務の進捗状況

１．当該事業年度の業務の実施状況

ａ）国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成

するために取るべき措置

Ａ．共通事項

１．戦略的な人材育成の推進

(1) 研修、内部教育訓練

a.キャリアパスの検討

各部門の計画課長級からなるキャリアパス検討会を実施し、NITEに相応しいキャリ

アパスについて検討を行った。

①キャリアパス検討回を９回開催し、各部門が必要とする技術スキルの要素抽出を行

い、部門別、業務別に体系的にまとめ、ロジックツリーとして作成した。

②各部門の組織像・人材像の検討を行った。

③職制その他を含めた制度設計を、キャリアパスのグランドデザインとしてとりまと

め、事務局案を提示した。

④これら検討結果をイントラネットで内部公開した。

b.研修

職員研修計画のイントラ掲示による周知、実施要領、受講命令の電子メール化等の

事務簡素化を図りつつ、以下の研修を実施した。

①新規採用職員 新規採用職員及び選考採用職員１１名が受講。

②中堅職員 主任級研修を１科目追加し、述べ１０３名が受講。主査級研修を実施し

４４名が受講。

③管理職等 次期管理職員である専門官級１８名に対しマネジメント研修等を実施。

、 、管理職員に対し 課題解決型目標管理制度及び人事評価制度に関する研修を実施し

述べ１２０名が受講した。

④その他 国際会議等に対応するための高度なﾏﾝﾂｰﾏﾝによる英語研修を実施し、１３

名が受講。

⑤各分野の内部教育訓練等 微生物の分類学に関する英文教科書の輪読会、毒性勉強

会、認定研究会等専門知識等を習得する勉強会を延べ１９６回開催した。

(2) 外部研修

専門技術の取得等のために、各省庁、外部専門機関等が主催する８８研修に参加し

た。

(3) 戦略的人材育成

①人事交流 経済産業省に２０名（うち４名は併任 、関係機関（新エネルギー・産）

業技術総合開発機構）へ１名出向している。

また、経済産業省から１０名を受け入れている。

②国際会議 ACM Data NetworkWG、OECD新規化学物質タスクフォースAPLAC会議、ISO
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/COPOLCO（消費者政策委員会）総会等へ積極的に出席させる等、４０代以下の若手

職員延べ７０名を国際会議に出席させる又は海外調査を実施させる等で海外に派遣

した。これにより海外への派遣における若手比率が、５８％から６８％に１０％上

昇した。

③人材登用 バイオ分野及び認定分野の専門家各１名（計２名）を新たに、選考採用

した。また、バイオ分野及び化学分野の専門家各１名（計２名）を新たに顧問とし

て採用した。

２．戦略的な広報の実施

広く国民の理解が浸透することを目的に、機構組織全体としては新聞全国紙におい

て業務紹介広告を行うとともに、連動イベントとして、親子記者によるNITEの取材及

びその結果の全国紙での発表を実施。多数の親子記者の応募等の反響と成果を得た。

個別広報活動実績については、以下のとおり。

(1) 成果発表会の開催、展示会への積極的参加

NITE初となる４部門合同での展示会出展（BIO EXPO)には機構ブースに約800人を集

めるなど、機構一体となった積極的な業務成果の普及に努めるとともに、各部門にお

いても以下の積極的な成果発表会の開催、展示会への出展を行い、成果の普及に努め

た。

①生活・福祉

・誤使用事故シンポジウム（参加者３０８名）

消費者・事業者間のコミュニケーション不足による誤使用の認識の醸成に貢献、

将来の製品安全関係の機構の取り組みの新たな方向性を発掘。

・成果発表会

東京、大阪の２カ所で開催（東京２０３名、大阪１６４名 。今年度は製品安全）

を主たるテーマとしたこともあり、参加者による高い評価を得られ、また、マス

コミによる取材も多く、ＮＨＫ「クローズアップ現代」で講演風景等の映像が使

用された。

・製品安全総点検セミナー（参加者約２００名）

経済産業省との共催により、製品安全週間活動の一環として、製品安全に係る普

及・啓発、NITEの役割、成果の普及に寄与。

・展示会への出展

、 、 （ ）、人間特性・福祉 標準化関係は 展示会への出展を精力的にこなし ７件に出展

知名度の浸透、成果の普及等の営業活動に努めた。

バリアフリー2006（来場者約10万人 、国際福祉機器展ＨＣＲ2006（同13万人））

では、出展後に人間特性ＤＢ、標準化ＨＰへのインターネットアクセス数や新規

登録事業者の登録数の増加、福祉用具の問い合わせ件数の増加などの反響・効果

が確認された。

②適合性認定

各制度ごとの顧客開拓等を目的に、積極的な展示会への出展（トータル出展数８
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件）を行い、制度及びＩＡＪａｐａｎの認知の向上を図り、以下の成果を得た。

・intermeasure2006（来場者約36000名）

出展者の３割がＪＣＳＳ登録・認定事業者やその関係者であったことから、顧客

層としては理想的な展示会への出展となり 「ＪＣＳＳスタンプラリー」等を通じ、

てＩＡＪａｐａｎの運営する各種登録・認定制度の関係者への理解を深め、関係

機関との連携が強化された。

・計測展2006 OSAKA（来場者約5500名）

同会場での講演会での機構職員による講演等、事業の普及に努め、また関係機関

との連携強化を深めることが出来た。

③化学物質管理

今年度は、多人数の集客が可能な展示会において、事業者、行政機関等の従来の

顧客層に加え、化学物質管理における重要なステークホルダーである市民や児童、

生徒に対し、積極的に機構の業務や化学物質管理制度の普及、啓発活動を実施し、

その波及効果として雑誌社から原稿執筆依頼を受けるなど、想定以上の効果を上げ

た。

・ECO-MAnufacture2006（来場者約15000人）

・エコプロダクツ2006（同約15万人）

④バイオ

・成果報告会（参加者１５５名）

学会、業界関係者に対し、事業の成果の普及を図り、同時にアンケート調査を実

施したことにより、顧客ニーズを獲得。

・バイオジャパン2006（ブース来場者約３００名）

、 、 、海外を含めた微生物の収集 保存 提供に係る機構業務の紹介を行うことにより

関係者、潜在的顧客層への事業の理解、浸透を図った。

(2) マスコミを通じた積極的な情報発信

平成１８年度は１５件のプレス発表を行うなど、積極的な成果普及に努めた他、機

構初の記者ブリーフィングを開催、また、前年度に比べ、取材件数、掲載件数、ウェ

ブサイトアクセス件数が大いに増加した。

・新聞掲載件数 １５３件（うち５大紙４５件）

（昨年度９４件（うち５大紙２５件）

生活・福祉関係：製品安全の対策強化、食洗機、リモコン誤作動、水泳パンツ皮

膚挟み込みなど

バイオ関係：モンゴルとのMOU締結、ベトナムで共同探索、インフルエンザの克服

に向けてなど

・テレビ放映件数 ２３件（昨年度４件）

「微生物ハンター 「電気ストーブ誤作動 「コンセントが突然発火」など」、 」、

・雑誌掲載件数 ４９件（昨年度４４件）

・ウェブサイトアクセス数 月平均約１７５万（対前年度４５％増）
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(3) 広報活動、営業活動の推進

NITE事業成果の潜在的ユーザを含めた顧客へのアプローチは、(1)に掲げた展示会

等への積極的出展のほか、適合性認定、バイオ各分野において以下の広報活動、営業

活動を実施し、新規顧客開拓に努めた。また、アウトカム評価活動と連動することに

より、効率的な顧客獲得アプローチのトライアルを行った。

①適合性認定

・外部機関に出向き、新ＪＮＬＡ制度解説セミナーを開催。

・ＪＡＳＣ審査員研修の実施

・ＪＩＳ品質管理責任者セミナーへ講師を派遣し、ＪＩＳマーク表示制度の普及促

進を図るとともに、ＪＮＬＡの活用をＰＲ。

・建築・建材展においてＪＮＬＡ中心に広報を行うとともに、アウトカムアンケー

ト調査の実施等により、顧客ニーズの把握、新規顧客開拓を実施。

②バイオ

・産業界の代表であるJBAと協力し、生物遺伝資源の産業利用技術開発勉強会を立

ち上げた （主要な微生物利用企業、大学、研究所の96名が現時点で登録されて。

いる ）。

・NITE･JBA生物遺伝資源研究会を開催することにより、産業界の意見の吸い上げ、

NITEの活動の産業界への浸透を図った。

・バイオ企業数社のR&D担当役員等を直接訪問し、意見交換を実施。

・説明会、講演会を積極的に実施（１７件 「近畿バイオ振興会議 「METI産業ク、 」、

ラスターバイオ分科会 「久留米リサーチパーク」など 。」、 ）

・顧客リストに基づくバイオ事業の情報提供を実施。

(4) 機構の業務全体の理解浸透、支持者・支援者の拡大

・平成18年4月からNITEスクエアの一般公開を行い、当初予定（1,200名）を上回る

。 、 。1,699名の来場者を達成 近隣住民等の誘致を積極的に行い 見学会を開催した

・新聞広告型イベントを実施し 親子記者見学会をはさみ 一般紙全面広告 イメー、 、 （

ジ広告、見学会体験記事広告）を掲載することにより、NITEの業務の普及に努め

た。

・NITEニュースの発刊、ウェブサイトの更新等各媒体における情報の持続的発信を

継続、新ロゴ、スローガンの配布物を通じた浸透、新たなCI、スローガンの普及

に努めたほか、駅案内板、表示物等の更新を着実に実施。

・各部門において以下の投稿、寄稿、学会報告等の活動を通し、業務の理解浸透、

支持者、支援者の拡大を図った。

①生活・福祉

常設展示・ウェルフェアゾーンを通じた広報

・生活・福祉技術センターの来客として、162人の者を案内し、NITEの広報に尽力

した。

・甘利経済産業大臣 副大臣等に対し 製品安全業務の見学として 広報展示スペー、 、 、

スを活用。今年度、話題の高かった事故品及び同等品を見せながらその概要、及
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びNITEが果たした役割を説明。製品安全業務の重要性等につき、理解促進につな

がった。

・NITEウェルフェアゾーンにISO/TC61国際委員を招待した他、韓国標準技術院、台

湾経済部標準検査局、ASEAN国際標準開発／製品認証関係JICA研修生等海外の要

人に対しウェルフェアゾーンを活用し、NITE標準化業務について国際的に広報。

、 、 、・内閣府国民生活局 NACS等からの見学者に対して ウェルフェアゾーンを活用し

NITE標準化業務について広報。

②適合性認定

ホームページコンテンツの拡充、PRツールの作成（JNLA、JCSSのPR用クリアホル

ダ等 、パンフレットの新規作成による拡充等によりスーパー、百貨店等新規顧客）

を獲得したなど、事業への理解の浸透に成功。

③化学物質管理

標準物質やPRTRデータ活用に関する論文掲載、構造活性相関手法の学会発表を行

うことにより、成果の普及に努めたほか、CMCレターの創刊、パンフレットの改訂

、 、 、 、及び配布 CHRIPのパンフレット配布 身近な化学物質の改訂 配布を実施する等

事業の成果の普及に努めた。

④バイオ

論文発表21件、その他の紙上発表11件、学会・講演会発表73件と積極的に成果の

発表を行うことにより、その理解、普及に努めた。特に日本放線菌学会年次大会に

おいては、同学会と共催のシンポジウムを運営し、参加の200名以上の研究者への

バイオ事業の理解と成果の浸透が実現。

(5) その他

①製品安全分野

<<英語版電子メールマガジン>>

・英語版電子メールマガジンを12月下旬に海外の製品安全業務に携わっている関係

者に向けて配信した。

<<広報誌の創刊>>

・製品安全業務に携わっている人を対象に製品安全に関する広報誌を４月に創刊

し、HPからダウンロードできるようにした。

広報誌を創刊するにあたって、学識経験者、消費者代表、マスコミ関係者等から

構成される編集委員会を開催し、NITE（案）について意見を求めた。

創刊号：5,000部

第２号：2,500部

第３号：4,000部

<<英訳版の刊行物>>

・誤使用事故防止ハンドブック（５月）

・製品安全パンフレット（２月）

②標準化分野
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・NITE標準化業務に関するパンフレットの改訂（日・英 、広報用パネル及びＰＲ）

ビデオを更新し、東京・国際福祉機器展、大阪・バリアフリー展来場者及びNITE

来訪者への情報提供に活用。また、外国政府、ISOメンバーが来訪した際に有効

活用。

・NITE人間DBのパンフレット（日・英）を作成し、広報に活用。

・NITEホームページにおける標準化関係業務のコンテンツを、新組織編成に合わせ

て改訂。

３．マネジメントの改善

(1) 企画管理機能の強化

①企画立案体制の整備

意思決定プロセスへ若手・中堅職員を参画させる企画委員会を設置し、ボトム

アップの体制を構築した。

例：NITEの将来方針「骨太方針」等について、積極的に議論し、付加価値を付けて

運営会議に提案した。

また、経営トップの補助機能も強化するため、幹部による運営会議を設置。NITE全

体の運営方針の提示と迅速な意志決定機能を発揮させた。

②権限の見直し

、 、迅速な責任ある意思決定を可能化するとともに 各種業務における権限を見直し

責任と役割を明確化した。

理事長から職員に職務権限を委譲する規程を整備し、責任と役割を明確化するこ

とにより、組織の機動力を向上させた。

(2) 目標管理制度、業績評価制度、能力評価制度等

a. 目標管理制度

自ら考えたこれまでより一段高いレベルの目標に取り組むことにより、個々の職

員がより自律的に、より積極的に自らの業務に取り組み、中期目標を達成できるよ

う目標管理制度の改善を行った。

（ ）、新目標管理制度及び業績評価制度に関する説明会を各所で実施し 含テレビ会議

全職員に対し周知と理解を図った。

①中期目標に基づき、当該年度終了時のグループの具体的な状態を職員に示すため

に、部・センター所長が目標等を設定する （シートＡ）。

②シートＡを達成するために、課室長が課室の目標を設定する （シートＢ）。

③シートＡ・Ｂの設定に当たり、平成17年度まで行っていた、行うべき業務を網羅

的に列挙していた目標を「通常行う業務（通常業務 」と「各職員が努力して到達）

する一段高いレベル（課題 」に分け設定するようにした。）

④目標設定に当たり、部・センター所長と課長、課長と職員の各階層間で十分にコ

ミュニケーションを取ることとし、シートＡの方針を各職員まで浸透させること

とした。

b. 業績評価制度
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目標管理制度の変更に合わせ、所要の改善を行うとともに、制度の規程化を行う等

制度の定着を図った。

①目標管理制度の変更に伴い、各個人が業績評価票を起票する時点で課室長と面談を

行いコミュニケーションを図り、各個人の役割を明確にし業績評価票を作成する方

法とした。

②外部評価に係る補正に際し加点の対象となった事例をグッドプラクティスとしてま

とめ、イントラで職員に公開し、職員の行動を促した。

③評価結果を職員に通知し、所定の不服申立（１件認定）について理由・原因調査等

を適切に行い、予定通り12月の賞与に反映した。

④業績評価制度については、導入時期であったため「評価マニュアル」を作成し運用

していたが、制度として定着したため、制度に係る重要な基本的事項を「業績評価

規程」として規程化した。

c.能力評価制度

制度の導入に向け、制度の設計、職員への周知、研修による評価者の能力の向上、

労組との協議等を行い、制度の導入に向けて着実に実施した。

①経済産業省傘下の独法等15機関の能力評価制度を調査し、NITEに相応しい能力評価

制度の設計を行った。

②職務遂行能力基準の解説等の資料を作成し、23回の説明会を開催（含TV会議）して

全職員に対し説明を行った。

③労組との協議を経て、18年12月から19年2月の３ヶ月間を観察期間とした試行を実

施した。

④評価を行う管理職員に対し、人事考課・評価技術等の研修を実施し評価者の能力向

上を図った （再掲＜管理職等研修＞）。

また、職員に対し能力評価票の記入方法に関する説明会を実施し周知を図った。

⑤被評価者と第一次評価者との面談を実施し、能力評価票を作成した。

(3) アウトカム評価の活用による成果の普及

各部門ごとに平成17年度にとりまとめを行ったアウトカム評価結果をベースに平成

18年度取り組み内容の討議を行った結果、それぞれ以下のアウトカム評価に係る調査

を実施することにより、新規顧客の開拓、ユーザニーズの把握が実施され、業務成果

の普及に寄与できた。

①バイオ本部

平成17年度までに整備されたロジックモデルについて、より現場ベースでのニー

ズ把握、成果普及に向けて、各部門別ロジックモデル案を作成後、ブラッシュアッ

、 。 、 、プを図り 課題の論点整理を行った さらに 作成されたロジックモデルに基づき

各モデル別にアウトカム指標案を作成することにより、業務の位置づけ等の論点整

理が可能となり、具体的業務成果の普及の課題の明確化が可能となった。

これにより、現場職員へのアウトカムマインドが醸成され、アウトカムに係る活

動実践に向けた現場主導の顧客アプローチを可能とする基盤の整備を一歩進めるこ

とが出来た。
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②認定センター

職員によるアウトカム活動（指標設定、データ収集）の実現及びルーチン化に向

けて、JIS法改正の影響調査としてJNLAに焦点を絞り、特にJNLA登録事業者の増加

がめざましい土木建築分野について、アンケート設計から実施、ヒアリング実施ま

、 、 。でを健在関係事業者等を対象に行い 新規顧客獲得と併せ ニーズの把握が出来た

展示会の場でのアンケート調査実施等、営業活動と直接リンクしたデータ収集活動

を実現できたことは今後のアウトカム活動における新たな展開を可能とするもので

ある。

③生活・福祉技術センター

、 、 、ユーザのターゲットが製品安全 標準化 人間特性それぞれ広範であることから

網羅的なデータ収集を目指した調査活動を実施した。

製品安全では昨年度の調査結果では消費者サイドの情報収集の必要性が示された

ことから、利用実態及びニーズ調査のため、消費者センターに対するアンケート調

査を実施し、結果を分析。

標準化関係では、平成17年度に引き続き、抗菌試験JISの改正に関して業界、保

菌機関、試験機関、製品メーカに対しヒアリングを実施。

人間特性関係では、平成17年度調査において回答のあった企業について、３社に

対しヒアリングを実施し、直接人間特性DBの利用実態及びニーズ把握を行った。こ

れにより、自動車会社等による本DBの利活用が確認された。

④化学物質管理センター

PRTR関係では、主たる顧客である地方自治体４県に対し、利用実態及びニーズ調

査を実施。

化学物質審査関係では、届出事業者に対するアンケート調査を、NITEが主催する

同事業者に対する講習会において実施することにより、顧客とより近いところでの

ユーザニーズの把握に努め、平成19年度以降の業務の成果普及に資することが出来

た。

Ｂ．バイオテクノロジー分野

１．生物遺伝資源に係る情報等の提供業務

(1) 生物遺伝資源の戦略的収集・保存・提供

①有用機能等の探索源となる微生物の収集・保存・提供

【国内：２，８１１株を収集】

「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築プロジェクト（未知

微PJ) （NEDOからの受託：平成１４年度～平成１９年度）」

、 、 、 、 、 、 、・長野県・菅平 九州地方 千葉県 広島県 鳥取県などに於いて 土壌 薬用植物

、 ， 。 、強酸性土壌 イソギンチャクなどから２ ８１１株を分離した 系統解析結果より

４９４株が未知微生物であった。

・ミシガン大学のRDP-IIより得た16S rRNAデータを収集し、同時に国内において分離

した微生物の16S rRNA遺伝子配列に関する情報をそれぞれ整理して、16S rRNAによ

る分子系統解析インハウス・データベースシステムを整備した。これによって、16
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S rRNA塩基配列による系統解析が迅速化される。

・ B, C, 遺伝子の配列による系統解析を、 び を供rpo rpo fus Bacillus及 Streptomyces

試して行い、亜種レベルでの解析が可能である遺伝子群であることを見いだした。

【海外：３，８８６株を収集】

・モンゴル・ウブス県において採集した２８試料より総計８４１株の微生物を分離・

選択し、NITEに移転した。NITEで更に詳細に系統解析した結果、最終的に７７０株

（アーキア１１株、細菌２１３株、放線菌３４６株、菌類２００株）を保存した。

・インドネシアにおいて２３１試料を採集し、総計１,０１１株を分離・選択し、NIT

Eに移転した。NITEで更に詳細に解析し、最終的に９５５株（糸状菌４０３株、酵

母９３株、放線菌４５９株）を保存した。また、酵母では、９３株を同定の結果、

１８属３４種を認め、内１６株が新種、放線菌では１２７株の系統解析結果より、

内１０１株が新種であった。

・ベトナムにおいて５８試料を採集し、１，４３９株（菌類４９３株、放線菌９４６

株）を分離・選択し、NITEに移転した。

・ミャンマーでの探索は、首都移転、大臣の交代に伴う混乱により、探索の許可が下

りず中止した。

「微生物を利用した石油の環境安全対策に関する調査（NEDOからの受託事業：平成１

７年度～２０年度）

A.石油の国際輸送における海洋汚染対策

・インドネシアにおいて石油分解関連細菌７２２株を分離しNITEに移転した。系統解

析結果より、この内の１７５株が未知微生物であった。

・インドネシア・パリ島に設置した試験区から定期的に試料をサンプリングし、微生

物動態を解析した結果、肥料添加区で分解活性が高いことを確認した。この際、

属 属 属の菌が主要な石油分解菌であっAlcanivorax Marinobacter Cycloclasticus、 、

た。それ以外にも１１属の石油分解菌が検出された。

・さらに、それら分離株の各種炭素化合物に対する資化性を調べ、フェノチアジン分

解菌３５株及びフルオランテン分解菌２株を見いだした。

・また、上記分離株中、２Ｍ０１株（仮称）は、新属新種と推定されるが、幅広い鎖

長のアルカン類を強力に分解することを見いだした。

B.石油関連施設微生物腐食対策

・石油タンクの腐食部分より微生物を分離・培養し、それら微生物株の腐食能力を解

析した結果、嫌気条件で激しく金属腐食を起こす微生物を見いだした。本微生物は

と同定した。Methanococcus maripaludis

・本菌をもとに、８月１７日に共同研究先と共同で特許「金属腐食能を有する新規微

生物」を出願した。本特許は、これまで、金属腐食の原因菌と考えられてきた硫酸

塩還元菌とは異なるメタン生成古細菌が激しい腐食を引き起こすことを世界で初め

て証明したものである。
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・金属付着性微生物として新たに の近縁種（新種）を分離Bowmanella denitrificans

することに成功した。

【大量提供】

［５社・１研究機関：１３，８４３株］

A.菌株による提供

・国内株４６６株を１社に提供した。

・ベトナムでの自社分離株８８株を１社に提供した。

・ベトナムでの自社分離株５００株を１社に提供した。

・未知微生物株９８０株を１社に提供した。

・国内株２,０００株、未知微株５００株が１社において更に１年間の継続利用。

・海外株４，３６６株、１１株、９３０株及び２株についてそれぞれ１社において更

に１年間の継続利用。

B.培養ブロスによる提供

「 」（ ）化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発 JBIC共同研究：１８年度

・菌類２，０００株、放線菌２，０００株の総計４，０００株を２種類の培地を用い

て培養し、その８，０００ブロスをJBICに大量提供した。

【その他の実績】

・学会等における外部発表実績（論文発表、学会発表）

NITEが保有する生物遺伝資源に関する情報の提供を目的として、保存微生物株及

び収集微生物を用いての機能解析、分類学的研究等の成果を中心に、学会や学会誌

等において外部発表を行った。

※実績の主な内容

●論文発表：

・International Journal of Systematic and Evolutionary

Microbiology（英国 ：３件掲載）

・Plany Cell：１件掲載

・Extremophiles：１件掲載

・Mycoscience：１件掲載

・Edaphologia：１件掲載

・Journal of Natural Products：１件掲載

・Actinomycetelogica：１件掲載

・Microbes & Environments：２件掲載

・Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry：２件掲載

●その他の紙上発表

・薬科 微生物学：１件掲載

・バイオサイエンスとインダストリー：２件掲載
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・日本微生物系統保存研究会：１件掲載

・菌懇会通信：1件掲載

●学会・講演会での発表

・8th International Mycobiological Congress:４件

・国際菌学会議：４件

・日本微生物資源学会大会：１件

・日本放線菌学会大会：３件

・日本菌学会大会：５件

・日本生物工学会大会：２件

・日本ゲノム微生物学会：２件

・日本植物病理学会：1件

・日本土壌微生物学会年次大会：１件

・日本土壌動物学会大会：１件

・日本放線菌学会・糸状菌遺伝子研究会ジョイントシンポジウム：1件

・日本微生物生態学学会：１件

・材料と環境2006：１件

・11th International Symposium on Microbial Ecology：３件

・水環境学会シンポジウム：１件

・日本農芸化学会：６件

②他機関の研究成果である微生物の収集・保存・提供

１，２３９株を収集・保存した。

内訳としては、国内外の企業・大学・研究機関から寄託数８３４株（大量寄託３

件、計５６２株を含む国内７３３株、海外１０１株）を保存するとともに、国内外

の生物遺伝資源機関との交換により３０５株（国内機関２３０株・海外機関７５

株 、共同研究によりタイBIOTECから２１株、その他７９株を保存した。今後、更）

に収集した株の解析を進め保存株に加えていく予定。

また、国内の大学の保存機関から、利用者の利便性を図るための段階的移管を目

指し、リストの提供を受け、選定を実施している。

１８年度の分譲株数は、８，０１９株（対前年比 １１１％）であった。

【その他の実績】

・学会等における外部発表実績（論文発表、学会発表）

NITEが保有する生物遺伝資源に関する情報の提供を目的として、保存微生物株及び

収集微生物を用いての機能解析、分類学的研究等の成果を中心に、学会や学会誌等

において外部発表を行った。

※実績の主な内容

●論文発表：
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・International Journal of Systematic and Evolutionary

Microbiology（英国 ：２件掲載、１件投稿）

・Biosci. Biotechnol. Biochem.（日本 ：１件掲載）

・Mycoscience（日本 ：１件掲載）

・J. Gen. Appl. Microbiol.（日本 ：１件掲載）

●その他の紙上発表

・Microbiology Australia（豪州 ：１件掲載）

・日本微生物生態学会誌：１件掲載

・Int.J.Syst.Evol.Microbiol（英国 ：１件掲載）

・第15改正 図説 日本薬局方微生物試験方法の手引き：１件掲載

・日本微生物資源学会誌：１件掲載

●学会・講演会での発表

・国際菌学会議：３件

・アジア太平洋バイオテクノロジー会議：１件

・日本微生物資源学会大会：２件

・日本放線菌学会大会：４件

・日本菌学会大会：３件

・日本生物工学会大会：２件

・インドネシア微生物学会大会：１件

・Workshop“Quality Management of Culture Collection forCurators （泰 ：５件” ）

・日本農芸化学会大会：１件

③DNAクローンの収集・保存・提供

１９年度に予定される大学からのDNAクローンライブラリーの受け入れについて

は、より利便性をもたせるための機能付加を行っている。

１８年度の分譲数は、１８４クローン（対前年比８９％）であった。

Gemmatまた、機構において実施されたゲノム解析株結果の利用促進を図るため、

のクローンについて収集を行った。imonas aurantiaca

④生物遺伝資源の提供体制強化と利用促進

【ＩＳＯ９００１の認証取得】

生物遺伝資源部門の提供体制強化に向けて１２月に国内微生物保存機関としては

初めてＩＳＯ９００１の認証を取得した。今後ＩＳＯ９００１に基づき、保存・分

譲体制の一層の整備を図る。

【東北支所でのバックアップ】

１８年度新たに収集した微生物株等を東北支所に移送し、保管管理を行った。ま

た、５月に東北支所での植物防疫法に基づく保管管理の許可が得られたため対象菌

株についてバックアップを行った。
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【Ｌ－乾燥保存法の改良】

Bacillus subtilis Pseudom・有用微生物の保存への適用：用途が明確な有用細菌（ ,

onas aeruginosa, Brevundimonas diminuta, Micrococcus luteus Kocuria rhizo(

)）及び一部の海洋細菌（ 属細菌）を供試し、磁性体ビーズphila Oceanospirillum

、 。を用いたL-乾燥法の有効性を検証した結果 適用可能であることが明らかとなった

Saccharomyces cerevisiae Candida albicans Schizosaccharまた、真核微生物の , ,

で検討した結果、有効であることが確認された。omyces pombe

・磁性体ビーズ分注ツールの試作と評価：半自動化システム構築のために必要なツー

ルをそれぞれ検討した結果、ハンドリングツールは永久磁石を用いる磁気ピペット

とし、リリースについては、リリースする先に予め５０μLの乾燥保護剤を入れて

おくことによって、ハンドリングツールによる磁気ビーズのキャッチ＆リリースが

効率よく行え、かつ、その後の乾燥操作にも大きな負担にはならないことが明らか

となった。

・磁性体付着微生物の汎用乾燥法の検討： L-乾燥処理は、真空下と同様、アルゴン

ガス置換下についても適用可能であることが確認された。

・包装様式の検討：９６ウェルフォーマットにアレンジできるチューブにガス置換下

でアルミシールをすることを基本として、更に良好な保存方法を検討。

【生物遺伝資源利用促進】

・ジェノパターン法による微生物株迅速判別システム

最終的に７つのプライマーをユニバーサルプライマーとして決定し、６５属の細菌

で検討した結果、細菌の識別に幅広く安定して利用可能であることがわかった。PC

、 、 、Rの温度制御の詳細設定の基準を最終決定し 判定ソフトの不具合 バグも解消し

判定用の指標を決定し、９月末で本システム開発を終了した。また 「生物の判別、

用ユニバーサルプライマー」の特許を出願した。

【広報・企画】

バイオ本部の課題、ニーズを抽出するための体制作りのため、以下の活動を実施し

た。

・JBA（産業界）と協力し、生物遺伝資源の産業利用技術開発勉強会を主要な微生物

利用の企業、大学、研究所を取りまとめて立ち上げた（96名登録 。）

勉強会では生物遺伝資源プラットフォーム整備、 ベンチャー支援、技術開発等の

政策提言を作成した。政策提案の内容は、産業界のグリーンバイオフォーラム（バ

イオ政策提案組織）NEDO（グリーンバイオ戦略）とも摺り合わせた上で、METI生物

課へ提案した。

・JBAと協力し、NITE・JBA生物遺伝資源研究会を開催し（３回 、産業界の意見の取）

り入れと、NITE活動の産業界への浸透を図った。

・バイオ企業数社のR&D担当役員等を訪問し、意見交換を行った。

・近畿バイオ振興会議、METI産業クラスターバイオ分科会、久留米リサーチパーク他

で、１７件の説明会、講演会を実施した。
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・成果報告会を開催した。

・バイオEXP、遺伝学会等でバイオ本部事業の展示を行った。

・バイオジャパンに展示するとともに、海外より研究者を招いて講演会を実施した。

・JBAと共催で「動き出す微生物の新産業利用」の講演会を実施。

・NHK「クローズアップ現代」5/18日放映でCBD条約下におけるNITEの海外微生物探索

活動について広報を実施した。

・JBA主催のCBDセミナーでNITEの広報を実施した。

「 」「 」、「 」・ モンゴルとのMOU締結 ベトナムで共同探索 インフルエンザの克服に向けて

の報道発表を実施し、毎日新聞、日経産業新聞等に掲載した。

・顧客リストに基づくバイオ本部事業の情報提供を実施した。

・くらしとバイオプラザ21主催のバイオカフェにおいて 「バイオテクノロジーの歴、

史とこれから～お酒から薬まで～ 「華麗なる微生物の世界～その豊かな多様性」」

の発表を行い、NITEのバイオテクノロジー分野の広報を実施した。

(2) 国内及びアジア諸国との生物遺伝資源機関ネットワークの構築

①国内生物遺伝資源機関とのネットワークの構築

７月よりNBRCが運営・管理の主体となり主要５機関のデータを統合したデータ

ベース（JSCCオンラインカタログ）として公開した。これは、延べ４２，０００株

を収載し、国内の分譲実績の約40%をカバーする。公開後半年で約１３万件のアク

セスがあった。また、１月より海外に向けても情報発信を開始した。

また 統合データベースへのさらなる参加機関拡大のため カルチャーコレクショ、 、

ン委員会メンバーのうち同データベースに参加していない１０機関に対し、同委員

会委員長として参加を呼びかけるとともに、そのための条件整備を促した。

②アジア諸国との生物遺伝資源機関（BRC）ネットワークの構築

第３回アジア・コンソーシアム（ACM）が開催（中国）され、BRCネットワーク事

業として、ACMホームページ（案）及びアジアBRCネットワーク微生物株データベー

ス（ABRCN Strain DB）のプロトタイプについて参加国による意見交換を行った。

また、各国BRC間の生物資源の交換を円滑に実施するため、共通した素材移転協定

（MTA）の様式を検討する新たなタスクフォースの設立が決定された。

ACMデータワーキンググループ会合（日、中、韓、泰）を３回開催（６月第２回

中国 ９月第３回 かずさ １２月第４回 タイ し データベース構築とホームペー、 、 ） 、

ジでの公開等について協議を実施した。データベースについては、ほぼ完成し、暫

定公開した。また、ホームページ（NITE担当）の試作を行い、これを評価した。

③ＧＢＲＣＮ枠組み構築への貢献

ＯＥＣＤバイオテクノロジー作業部会、BRCタスクフォース会合に専門家として

出席し、BRCの運営基準の作成、BRCネットワークのための情報の連携と交換、及び

GBRCN構築に向けた協議に参加し国際的ルール作りに貢献した。２００６年末でタ

スクフォース会合が終了し、報告書が作成され公開された。

④データベース等の充実と情報等の利用促進

新たに保存された微生物をカタログデータベースに追加するとともに新着情報と
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してホームページから提供を行った。

カタログデータベースの付加情報として保存株のrDNA解析を実施し、データをHP

で公開した。このデータはNBRCから提供する微生物材料そのもののデータとして、

内部の品質管理と合わせて、利用者においてはスクリーニング等で使用した微生物

株の同一性や分類学上の位置づけを知るためのツールとなり、有用な微生物を選択

する一助となる。このデータの充実と公開は今後も引き続き実施していく。

また、顧客リストに基づくバイオ本部事業の情報提供を実施 （再掲）。

【遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究プロジェクト（経済産

業省委託：14年度～18年度 】）

(財)バイオインダストリー協会(JBA)と共同して、生物遺伝資源の安全性に係る情

報の収集・整理を行った。

平成18年度は、平成17年度末にプロジェクト外部の者を対象とした、データベース

、 。 、のユーザビリティ調査を受け データベースの改良を行いシステムを完成した また

今後、情報の効率的な収集を行うためのシステムを作成した。データの入力作業を終

了し、データベースは「バイオセイフティデータベース」という名称でインターネッ

ト上で公開を開始した。

(3) ゲノム解析等基本的機能の充実と社会的貢献

【機構が保有する微生物株のゲノム解析】

○昨年度から共同研究により解析を行ってきた以下の７菌について塩基配列決定を完

了した。

①アナエロリネア属細菌（ UNI-1)Anaerolinea thermophila

嫌気性糸状細菌 （３．５３Mb）

②デフェリバクター属細菌（ SSM1)Deferribacter desulfuricans

好熱嫌気性細菌 （２．５４Mb）

③スフィンゴビウム属細菌（ UT26S）Sphingobium japonicum

残留農薬分解菌 （４．４２Mb）

④アセトバクター属酢酸菌（ sp.）Acetobacter

酢酸菌 （３．３４Mb）

⑤ハロアーキュラ属細菌（ TR-1）Haloarcura japonica

高度好塩古細菌 （４．２９Mb）

⑥清酒酵母きょうかい７号株（ kyokai No.7）Saccharomyces cerevisiae

清酒酵母 （１２．１７Mb）

⑦アシディフィリウム属細菌（ AIU301）Acidiphilium multivorum

好酸性光合成細菌 （４．２１Mb）

○さらに、今年度よりゲノム解析の実施に当たっては、生物遺伝資源の利活用を促進

するため、NBRCが収集・保存する微生物株の中から、分類上の基幹となるもの（系

統分類上の基準となる株、潜在的な利用価値の高い分類群の標準株）を選定し、共
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同研究先等と協力しながら、ゲノム解析（塩基配列の決定、遺伝子領域の推定、遺

伝子機能の推定等）を実施することとした。

また、塩基配列決定、アノテーションとともに業務の効率化を進め、個々の解析

精度についても想定されるゲノムデータの利用方法や解析の難易度等も考慮しなが

ら、必要な精度の解析として、第１期中期目標期間を大幅に上回るゲノム解析能力

を確立した。

（１菌のゲノム解析に要する期間 第1期後半２～３年 → 現状１年半程度）

これらにより 以下の微生物株を対象としてゲノム解析を実施し NBRCコレクショ、 、

ンの利用価値を高める目途をつけた。

今年度は大学、企業等の共同研究先と協力し以下の７菌の解析に着手した。この

内A-1①及びB-2①の菌については、塩基配列決定を完了した。

A.系統分類上の基準となる株

A-1 門、綱、目、科などの高次の分類群を代表する株

①新規メタン生成古細菌（ SANAE(仮称)）Methanoryza inaequalisis

B.潜在的な利用価値の高い分類群の標準株

B-1 食経験のある微生物群の標準株（伝統的に使用されているもの等）

①テトラジェノコッカス属乳酸菌（ NBRC 12172）Tetragenococcus halophilus

②スピルリナ属光合成細菌（ NIES39）Spirulina platensis

③グルコンアセトバクター属酢酸菌（ NBRC 3288）Gluconacetobacter xylinus

B-2 放線菌類のうち分類上の標準となる株

①ミクロルナタス属細菌（ NM-1）Microlunatus phosphovorus

②アクチノプラネス属放線菌（ NBRC102363）Actinoplanes missouriensis

③キタサトスポラ属放線菌（ NBRC 14216）Kitasatospora setae

【遺伝子領域・機能の推定と確認】

昨年度開発したアノテーション支援ツールの活用、手順の見直し、進捗管理の徹底

、 、 、 、により 作業効率の向上に取り組みながら アノテーション能力の向上を図り 従来

２菌／年程度の能力であったものを年４菌相当に拡充した。また、更なる能力を拡充

強化するために、マニュアルアノテーションのルール化やオートアノテーションを検

討した。

○アノテーションを実施しているもの

①ロドコッカス属細菌（ B4株)(８．８３Mbp）Rhodococcus opacus

新規次世代宿主候補微生物として、16年度からNEDO委託事業としてゲノム解析

及び主要な遺伝子についてのアノテーションを行ったものであるが、全遺伝子に

ついてのアノテーションを完了した。

②嫌気性糸状細菌（ UNI-1)（３．５３Mb）Anaerolinea thermophila

全遺伝子についてのアノテーションを完了した。

（ ）（ ． ）③新規メタン生成古細菌 SANAE(仮称) ２ ７９MbMethanoryza inaequalisis
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１０月に着手し、実施中。平成１９年度６月終了の予定。

④テトラジェノコッカス属乳酸菌（ NBRC 12172）Tetragenococcus halophilus

（２．５６Mb）

１２月に着手し、実施中。平成１９年度８月終了の予定。

⑤スピルリナ属光合成細菌（ NIES39）Spirulina platensis

遺伝子領域の推定等アノテーションの準備を開始した。

○このほか、次のゲノムのアノテーションを実施中（主として共同研究者が分担 。。）

①好熱嫌気性細菌（ SSM1)（２．５４Mb）Deferribacter desulfuricans

②残留農薬分解菌（ UT26S （４．４２Mb）Sphingobium japonicum ）

③アセトバクター属酢酸菌（ sp. （３．３４Mb）Acetobacter ）

④高度好塩古細菌（ TR-1 （４．２９Mb）Haloarcura japonica ）

⑤清酒酵母きょうかい７号株（ kyokai No.7）Saccharomyces cerevisiae

（１２．１７Mb）

【遺伝子の発現解析】

○NITEがゲノム解析を実施した麹菌（ RIB-40）のプロテオームAspergillus oryzae

解析を実施した。

・標準的な液体培養により発現したタンパク質のプロテオーム解析により、17年度末

実績として1,564個のタンパク質を同定した。今年度は産業利用に近いメンブレン

培養により発現したタンパク質の解析、及び、解析が困難な糖鎖修飾や各種修飾タ

ンパク質の解析を実施した。解析の困難を克服しつつ1,480個のタンパク質を同定

し、総計2,244個（重複を除く）のタンパク質を同定した（ 属としてはAspergillus

世界最多のタンパク質を同定 。）

・検出されたタンパク質からアノテーションでは推定されていなかった複数のタンパ

ク質を実際に検出するとともに、新規ORF282を含む約400の(ORFの約20%)について

修正する必要が生じ、ORF修正・再アノテーションのため、解析データを共同研究

先に提供した。

○成果の公表

・昨年度までに解析を終了し、ゲノム上の遺伝子の開始点がこれまでの常識を覆す大

きな発見に結びついた K1については、米国の著名なプロテオーAeropyrum pernix

ム専門科学雑誌ASBMB Molecular & Cellular Proteomics（Impact Factor：9.6）

に18年5月号に、また、同菌を用いて解析が困難な膜タンパク質についてNITE独自

の解析手法を開発し有名な分析専門誌JCAC 分析化学に18年12月に論文掲載を行っ

た。さらにJBAのバイオサイエンスとインダストリー19年3月号にトピックス記事を

掲載した。

・昨年度までに解析が終了しORFの約40%が予測と異なることが判明した

47 について18年5月第５４回米国質量分析学会において、Brevibacillus brevis

学会発表を行った。

・ K1の解析結果について18年6月にＤＢ公開。Aeropyrum pernix

○今年度から開始したNEDO委託事業（高性能宿主細胞創製技術の開発、微生物反応の
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多様化・高機 能化技術の開発）につては、リファレンスとなる大腸菌W3110株につ

いて約1,210/4,388(ORFの28%)タンパク質を同定した。高性能宿主細胞を創製する

ために不要な遺伝子を極力排除した大腸菌MGF株については約500タンパクを同定。

【ゲノム情報に関する実績】

ゲノム情報データベースへの新規機能追加により新たな情報の提供開始、ゲノム情

報の更新によりデータベースの充実を行った。

○遺伝子領域・機能情報

（ ）機構ホームページより公開している好気性超好熱古細菌 K1株Aeropyrum pernix

のゲノム情報を全面的に更新した（６月 。）

○タンパク質発現情報

K1株のプロテオーム解析結果について論文発表するとともに、Aeropyrum pernix

データを公開した （６月）。

○ゲノム比較情報

ブドウ球菌、 属古細菌に関する情報を公開した。Pyrococcus

○NBRCクローン情報

NBRCが保有・分譲するゲノム解析により得られるDNAクローンの情報をゲノム情報

データベースから閲覧する機能を開発し、麹菌のクローン情報を公開した。

○ゲノム解析により取得した遺伝子に関する情報等を以下の通り提供した。

●雑誌での発表

論文１報

Applied Microbiology and Biotechnology:１件

●学会等での発表

国際学会発表 ５件

第20回国際生化学・分子生物学会議 ４件

Extremophiles 2006 １件

国内学会発表 ７件

第21回日本放線菌学会大会 ２件

日本生物工学会平成18年度大会 １件

日本ゲノム微生物学会 ３件

日本農芸化学会 １件

【社会的・政策的に価値の高い微生物のゲノム解析】

翌シーズンの流行株を予測し、適切なワクチン株を選定するとともに、薬剤耐性株

のモニタリングや耐性マーカー解明のため、国立感染症研究所に集められた分離株を

解析した。国立感染症研究所から提供された05/06シーズンのヒトインフルエンザウ

イルス分離株618株の不活化試料の遺伝子（NA遺伝子、HA遺伝子、M遺伝子）について

塩基配列解析を行い、その配列データを取りまとめた。塩基配列データは国立感染症

研究所が統計解析、分子系統解析等により分析し、流行株の正確な予測や薬剤耐性株

、 、の監視体制の強化などに役立てるため ＷＨＯのインフルエンザワクチン選定会議や
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インフルエンザ薬耐性株サーベイランスネットワーク会議へ資料として提供された。

(4) 海外資源国との二国間協力体制の構築

【新たな二国間協力体制の構築】

・４月にモンゴル科学院総長、事務局長、生物研究所所長並びに自然環境省環境天然

資源局長と協議し、NITEとのプロジェクトを提案し、良好な感触を得る。５月に、

採集地候補であるウブス県に行き、ウブス湖保護区管理事務所所長、県副知事と面

談し、ウブス県での微生物探索の許可を得る。６月２９日にモンゴル科学院とMOU

を締結し、同院生物研究所とPAを締結した。

・ベトナム側と平成１９年３月で期限切れとなるMOUとPAについて協議し、さらに３

年継続する方向で基本合意に達し、３月１４日にハノイでベトナム科学技術省とMO

Uを、ベトナム国家大学ハノイ校バイオテクノロジーセンターとPAの継続を締結し

た。

。 、・新たな二国間協力体制の構築に向けた新規国調査をニュージーランドで実施 また

来日したインド及びブータンの政府関係者とCBDに関する意見交換を実施。

・ミャンマーでの探索は、首都移転、大臣の交代に伴う混乱により、探索の許可が下

りず中止した（再掲 。）

【共同事業の実施】

・三重大学の中島助教授にモンゴルプロジェクトに参加してもらい、現地で微生物探

索を行った。

・ベトナムでの微生物探索に、日本企業２社から３名の研究員が参加し、それぞれ放

線菌５００株、菌類８８株を分離・選択し、NITEを経由して各社に移転した。

・インドネシアにおいて９月１１日～１５日に第６回ワークショップ「微生物の分子

からの同定」を開催、インドネシア側から１３名が参加。さらに、１２月１３日・

１４日に第４回報告会を開催するとともに、講演会・ワークショップを開催した。

・モンゴルとの共同研究において、現地で微生物の分離及び取扱いに関する技術移転

を行った。

・ベトナムにおいて１１月１７日に第３回微生物ワークショップを開催し、日本側か

ら７名が発表した さらに ３月１３日に報告会を開催するとともに 講演会・ワー。 、 、

クショップを開催した。

・５月～７月にかけてインドネシア微生物探索プロジェクトのメンバー４名を招聘し

てNITEで共同研究を実施した。

・７月下旬～９月下旬にかけて及び９月中旬～１１月上旬にかけて、インドネシア石

油分解プロジェクトのメンバーをそれぞれ４名招聘し、共同研究・技術移転を実施

した。

・１０月～１１月にかけてモンゴル微生物探索プロジェクトのメンバー２名を招聘し

てNITEで共同研究を実施した。

・１月～２月にかけてベトナム微生物探索プロジェクトのメンバー３名を招聘して

NITEで共同研究を実施した。
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【広報活動】

・NITEが保有する生物遺伝資源に関する情報の提供を目的として、保存微生物株及び

収集微生物を用いての機能解析、分類学的研究等の成果を中心に、学会や学会誌等

において外部発表を行った。

※実績の主な内容

●学会・講演会での発表

・かずさバイオベンチャーネットワーク：１件

・かずさBTセミナー：１件

・放線菌学会バイオテクノロジーシンポジウム（NITE共催 ：１件）

・JBAセミナー：１件

・奈良県工業技術センター平成１８年度技術フォーラム：２件

・日本・モンゴルワークショップ：１件

●ＮＨＫテレビ「クローズアップ現代：微生物ハンター 、朝日新聞のインドネシア」

微生物探索への同行取材、日経新聞のNITEのアジア微生物探索、毎日新聞のモンゴ

ルプロジェクトなどの取材を受けテレビ、新聞において報道された （再掲）。

【大量提供】

国内外から収集した生物遺伝資源を国内５社及び１研究機関に対し大量提供株とし

て提供した（総計１３，８４３株 （再掲））。

【海外生物遺伝資源機関との連携】

A.タイ

・PA2に基づき、タイ（BIOTEC）と実施している未同定株の共同研究は、NITEに移転

した２５１株について解析を行い、２１株を同定し、NBRC株として保存した。

・12月にタイ（BIOTEC）において年次成果報告会を開催し、PA1（菌株交換）及びPA2

の３プロジェクト（糸状菌、酵母、細菌の未同定株を用いた共同研究）について、

双方から報告を行った。また、カルチャーコレクションの品質管理に関するワーク

ショップに参加し講演を行った。

B.中国

MOUに基づく共同研究の課題については、北京で開催された第３回ＡＣＭ総会とシ

ンポジウムで専門家同士の意見交換を行ったものの、ＰＡの締結には至らなかった。

新種発表に必要な菌株の寄託や比較対象株などはコレクションの交換ベースで実施し

ており、分類学的基準株で平成18年度はNBRCから12株分譲し、中国からは5株が寄託

された ACM4機関においてデータベース構築を共同で行い NBRCと中国科学院は全デー。 、

タで動作確認を行った （タイと韓国はサンプルデータを使用）。

(5) 特許微生物の寄託業務
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【受託範囲の拡大】

産業界、試験研究機関、大学等各分野の寄託者から、動物細胞等への寄託範囲の拡

大を求める強い要望に応え、動物細胞及び受精卵の受託開始を目指した。特許庁等関

係機関との間で手数料等の折衝、動物細胞用実験室の整備等を行い、平成１９年２月

１日から動物細胞及び受精卵の受託を開始した。

【特許微生物の寄託等事業の実施】

・特許寄託微生物134件を受領し、特許寄託微生物の分譲、積極的な広報活動、東北

支所へのバックアップの実施など特許微生物寄託等事業を確実に実施した。

・昨年度に引き続き、認知度向上や特許寄託制度の理解を目的にパンフレット等の配

布、企業等への出張説明、ホームページの充実等の広報活動を積極的に展開。特に

今年度は大学及び公設試への広報を中心として行い、出張説明はもちろんのこと、

イノベーション・ジャパン（48大学の知的財産部門担当者に対して業務を説明）に

参加するなど効率的な広報活動を行った。

・平成17年度に受託した特許寄託微生物については、平成18年5月に一部標品を東北

支所へ移送しバックアップを行った。

受領件数

国内寄託 国際寄託 合計

18年度 104 30 134

17年度 116 29 145

16年度 87 9 96

（平成 年 月時点）保管数 19 3

国内寄託 国際寄託 合計

246 59 305

【その他の実績】

●学会や学会誌等において外部発表を行った。

・Extremophiles：１件掲載

・極限環境微生物学会年会：１件



- 28 -

２．カルタヘナ担保法関係業務

(1) カルタヘナ担保法に基づく立入検査業務

カルタヘナ担保法に基づく立入検査等は、経済産業大臣からの指示（法律違反の未

然防止を目的とした立入検査等）に基づき5月に1件実施した。

立入検査等結果は、報告書に取りまとめ、速やかに経済産業大臣あてに提出した。

(2) カルタヘナ担保法施行に係る調査業務

今年度は、組換えバキュロウィルスを用いて生産された製品中への組換えバキュロ

ウィルスの残留を想定した収去・検査のための技術調査を実施した。調査は、残留組

換えバキュロウィルスを検出するための検出技術を確立するとともに、組換えバキュ

ロウィルスが残留した製品による実証実験を行い、検出技術の有効性を検証し確認し

た。

技術調査の結果については、平成19年2月下旬に開催した「遺伝子組換え生物等の

検出技術検討委員会」において検討後、報告書にとりまとめ、経済産業大臣あてに報

告した。

Ｃ．化学物質管理分野

１．化学物質総合管理情報の整備・提供関係業務

(1) 化学物質の有害性等の情報の整備提供

化学物質総合情報提供システム（CHRIP ) の整備を次のとおり推進した。注1

注１： 化学物質総合情報提供システム」の英語名称「Chemical Risk Information Platform」の略で、ＮＩＴＥの登録「

商標。かつて「ハザードデータベース」と呼ばれた。

この結果、月平均約４４万ページのアクセスがあり、前年比約３０％増となった。

（合計アクセス数年間約５３０万ページ）

また、ＧＨＳ分類情報については、平成１７年２月に第一回分類結果を公表後、ほ

ぼ毎月情報を追加しており、合計約９２万ページとなった。

さらに、利用促進を図るため、使用方法や収載情報などの説明会を９回、展示会で

の展示を４回行うなど、成果の普及に努めた。

①第一期に収集整備した約４，０００物質の法規制情報や有害性情報等について計画

的に維持更新を行った。

②第２期に新たに優先整備することとした約８００物質のリストに、平成１７年度に

実施した化学物質の製造・輸入量に関する実態調査の結果から国内で年間１００ｔ

以上の製造・輸入実績があると判明した化学物質（高分子化合物等の低懸念物質を

除く）や、新たに化学物質管理法令の対象となった物質等約２００物質を抽出し

リストに追加した （追加後のリストは約１，０００物質となった ）。 。

③当初計画に２２０物質加えた６７２物質について、第一期で収集した法規制情報や

有害性情報等の整備を行った。

④新たに化学物質管理のために必要と考えられる情報として、世界調和システム（Ｇ
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ＨＳ）による分類に関するマニュアル等を掲載したほか、関係省庁による分類委員

会 ＧＨＳ関係省庁連絡会議 から公表される分類結果を毎月１回 合計１３回 計（ ） 、 （

１,４１２物質分、平成１８年度は３回～１３回最終回まで）掲載した。更に、CHR

IPの検索結果画面からのリンクを可能とした。

さらに、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（２０物質）の対象物質

について、有機水銀化合物等の包括名称で指定されている物質を分割し、個別物質

（総計１８５物質）として情報を掲載した。

新たに、ヘンリー定数、引火点、発火点、燃焼範囲などの物理化学性状データを収

集し追加した。

また、有害性情報高度化のために、有害性評価書（５７件）から有害性項目の抽出

を行い、それらについて新たな項目として追加した。

⑤NITEにおいて作成、公表された初期リスク評価書の情報を収載し、個別リストによ

り物質ごとに検索可能とした。

また、環境省の初期リスク評価結果についても、個別リストにより物質ごとに検索

可能とした。

⑥ユーザーの利便性の向上のため、Webアンケートを引き続き実施したほか、各情報

の利用状況等を知るためにより詳細なアクセスログ解析を実施しており、今年度の

システム改良等に活用した。更に、今後の改良等にも役立てる予定である。

⑦ＯＥＣＤで検討が進められてきたＨＰＶ（高生産量化学物質）グローバルポータル

サイトの整備に関して、その第１段階としてのe-ChemPortalの構築にあたって、国

際協力と途上国支援の観点からNITEとして参加することとし、そのために必要な準

備を行うとともに、CHRIPデータから日本の化学物質の分解・蓄積性試験結果を提

供するために検索システム構築に必要な化学物質名称やCAS番号等のデータを提供

した。

なお、e-ChemPortal運用開始に伴い、e-ChemPortalを介してのCHRIP該当ページへ

のアクセスが可能となる予定 （平成１９年６月予定）。

⑧１０月にドイツのボンで開催された第４０回ＯＥＣＤの化学品合同会合に参加し、

ＧＨＳに関する各国情報、グローバルポータルへのCHRIP参加表明の確認等を行っ

た。

また、事前に合同会合に向けたコメントを取りまとめ、経済産業省に提出した。

⑨CHRIP及びCHEM-LANの機器老朽化に伴い、必要な措置の検討や、機器の更新が必要

となる際の仕様の検討などを行った。

また、機器の更新に伴い必要となるシステム開発などについて、CHRIP利用者の利

便性の向上や、今後の管理や改良が容易となるような改良プログラムとするための

検討や仕様書案の作成などを行った。

(2) 化学物質のリスク等に係る相互理解のための情報の整備提供

化学物質のリスク等に係るわかりやすい情報の提供及び相互理解促進を図る企業、

自治体等の支援のための業務については、以下のように推進した。

①国民、事業者、行政機関等における現状等把握のため、事業者が地域住民と行うリ
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スクコミュニケーションに参加（１６回）するとともに、自治体、NPO法人、事業

者、工業会等を合計３３回訪問し、アンケートや現状調査などの結果も踏まえ、自

治体及び事業者に必要とされる情報について整理した。また、リスクコミュニケー

ション事例報告会を開催するとともに、自治体、事業者、工業会等の５０名以上に

対しメールマガジンによる情報発信を行うことにより関係強化を図った。

、 「 」 、以上の調査結果を踏まえて ホームページ 化学物質と上手に付き合うには に

国内事例の追加、用語・略語の追加、初期リスク評価書等のデータベースへの追加

を行った。アクセス件数については、展示会、各地の会合等での広報の結果、月平

（ ） 、 ． 。均約４万８千ページ 年間約５７万ページ となり 前年度の約２ ４倍となった

（ ）、 （ ） 、②関係機関など訪問 ３３回 委員会・勉強会 ２９回 社内教育調査などにより

化学物質管理に係る国民、事業者、行政機関等のニーズや理解度を調査し、情報提

供の手段や方法等について整理した。

また身の回りの製品に含まれる化学物質の解説について、これまでホームページで

公開している８品目のうち、化粧品、塗料、接着剤の３品目について冊子として作

成し、展示会等で紹介、配布した。

さらに、工業会及び埼玉県、福島県での化学物質管理に関するセミナーや事例報告

会等に講師を１０回派遣した。

③国際協力機構(ＪＩＣＡ)の委託を受け、中国、ヨルダンなどの開発途上国８カ国９

人の研修生を受け入れ、２週間の化学物質管理政策研修をＪＩＣＡ東京国際セン

ターにて実施し、日本の化学物質管理政策や関連法令、NITEにおける化学物質管理

に関する取り組みについて講義を行い、我が国の化学物質管理政策の普及とNITEの

海外ネットワークの構築を図った。

また、平成１７年度に当該研修を受講したインドネシアの化学物質管理担当者を訪

問し、研修成果の活用状況についてフォローアップ調査を行った。さらに、今年度

及び平成１７年度の受講生に対して、海外ネットワークの維持及びフォローアップ

のために、研修後の活用状況についてアンケート調査を実施した。

２．化学物質のリスク評価・管理に係る業務

(1) 化学物質のリスク評価等

①化審法監視化学物質の段階的リスク評価スキームを構築するための手法検討を開始

した。

・監視化学物質に関する届出情報の収集、有害性評価において情報収集の対象となる

エンドポイント等を検討するため化審法第一種特定化学物質の指定時における有害

性の判定基準の調査、化審法の「高次捕食動物」及び「生活環境動植物」に該当す

る可能性のある国内に生息する生物の調査などを行い評価の基本的考え方を整理し

た。

・スクリーニング評価から詳細評価までの各段階では、広域暴露と局所暴露及び製品

暴露を考慮することとし、人及び環境への暴露評価の方法について検討し、各段階

の評価手法原案を構築した。

・化学物質の物理化学性状や排出量のさまざまな組み合わせによる暴露量算定シミュ
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、 。レーションを行い これに基づき科学的かつ簡易なスクリーニング手法を開発した

・監視化学物質の暴露評価にあたっては、情報が少ない物質が多いことから、多くの

推計手法を用いる必要があり、不確実性が大きくなることが予測されるが、これを

解決し、行政上の判断根拠に利用可能とするため、比較的情報が多く、他物質の暴

露評価の基準となる物質候補を監視化学物質の内外から約４０物質程度抽出し（ト

リクロロエチレン等 、これら物質を暴露評価の基準となる指標物質として使用す）

ることにより、これとの比較によって他物質の暴露の状況を評価・判定する手法案

を策定した。

・策定した手法により、指標物質を含め約１１０物質のリスク評価を試行し、本格的

手法確立に向けての検討を行った。

・なお、評価手法の検討、試行結果の評価にあたっては、産業界、研究機関、大学か

らレビュアーを選任し、評価の考え方等について意見を聴取した。

②化学物質排出把握管理促進法の第一種指定化学物質の暴露評価、リスク評価

・優先的に評価をすべきとされた１５０物質のうち残り１６物質について、製造・輸

、 、 、 、 、 、入量 排出量等の情報を収集し 暴露評価 リスク評価し 検討会 内部レビュー

外部レビュー等を行いリスク評価書を完成させた。

・初期リスク評価書を６物質公開した（計５７物質公開 。）

・暴露評価へ利用する大気中の濃度マップについて、平成１６年度のＰＲＴＲ排出量

データに基づき、第一種指定化学物質約２００物質の大気中濃度推計を行い、大気

中の濃度マップとして公開した。また、表示機能を大幅改良し、より利便性向上を

はかったマップを公開した事などから、アクセス数は前年比約２．３倍増の計約１

０万ページとなった。

・初期リスク評価指針ver2.0、初期リスク評価書作成マニュアルver2.0を作成し公開

した。

・リスク評価管理ガイド等への反映のため、リスク評価を行った１５０物質について

評価結果を整理、解析し、リスク評価管理ガイドを作成した。

・地方自治体の化学物質管理担当者を主な対象とした経済省の化学物質管理研修にお

いて、初期リスク評価、大気中の濃度マップとその利用方法について解説した。

・リスク評価の手法や評価結果等について体系的に理解させることを目的に、共同実

施機関である(独)産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター、(財)化学

物質評価研究機構との共催による研究成果報告会を２日間開催し、講演（２題 、）

ワークショップ（１題 、ポスター発表（２０テーマ）により、初期リスク評価と）

１５０物質の評価結果の解析、その他、当該事業における６年間の成果について発

表を行った（参加人数：約６２０名（来賓、関係者除く 。））

・その他、ＮＥＤＯ化学物質評価管理セミナー、エコプロダクツ展、エコマニファク

チャ展で初期リスク評価書等の広報を行った。

・ＮＩＴＥが行った初期リスク評価において、リスクの懸念があると判断された二硫

化炭素、クロロ酢酸等の物質を排出している事業者等を訪問し（８事業所、９自治

体 、初期リスク評価書についての説明を行うとともに、管理実態について情報収）

集を行い、併せて、初期リスク評価書情報を踏まえた自主管理をお願いした。
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・建築関係業界誌のプラスチック特集に化学物質のリスク評価管理に関する内容を寄

稿したほか、リスク評価の手法等に関する論文投稿を行った。

・フタル酸ビス（２-エチルヘキシル）の管理ガイドについて英訳版を公開するとと

もに、ＥＵの同物質に関するリスク削減戦略担当に送付した。

、 「 」・初期リスク評価書の利用のため 環境省 化学物質ファクトシート２００５年度版

の初期リスク評価書の引用記載を充実させた。

・初期リスク評価書が社内教育、化学物質管理に利用されていることをアンケートに

より確認した。

③初期リスク評価の対象となった１５０物質について、初期リスク評価結果を活用し

た計画的な管理の促進のため、初期リスク評価結果と最新のＰＲＴＲデータなどを

利用したリスク監視スキームを検討し、初期リスク評価結果監視マニュアルとして

作成した。

④マスメディアなどから広く公表されている日用品等からの有害物質検出情報や化学

物質漏出事故等の情報を収集・整理するとともに、必要に応じて、それら化学物質

に関する有害性評価情報を入手した。また、収集した情報を評価した結果、環境経

由でリスクが懸念されると判断されたものは無かったため、これらについて暴露評

価・リスク評価等は実施しなかった。

⑤ＵＳ-ＥＰＡ、ＯＥＣＤでは、化学物質の安全性評価において、同一の性質又は連

続した性質を持つと予想される一群の化合物を選定し、一部試験の省略等行い評価

の効率化を図っているが、このようなカテゴリーアプローチの事例を調査した。ま

た、このようなカテゴリー化の試行のため、経済省の平成17年度既存点検対象物質

から２物質（2,4,6-トリメチルフェノール、ジエチレングリコールジメチルエーテ

ル）を抽出し、これらと構造類似性を有する一群の化学物質について、物理化学性

状、有害性エンドポイント等の既存情報を調査し、有害性などの情報が不足してい

る場合についてQSARを利用した予測値算出を行った。これらの情報に基づきカテゴ

リー化の試行を行うとともに、実施した手法の検証を行った。

さらに、Ｊａｐａｎチャレンジプログラムの推進に寄与するため、物理化学性状、

有害性情報の取りまとめの方法について経済省に提案した。同提案は、経済省、厚

生労働省、環境省で採用され、報告フォームとしてホームページから公開された。

、 、 、⑥多変量解析法研修 化学物質情報検索研修 化学物質の安全性に関する学術講演会

環境リスクに関する国際シンポジウム、日本リスク研究学会、室内環境学会、内分

泌かく乱問題に関する欧米の説明会等に参画し、情報収集、職員のレベルの維持向

上に努めたほか、有害性、リスク評価に関して、(独)産業技術総合研究所化学物質

リスク管理研究センター (財)化学物質評価研究機構との連携 協力 関係を維持・、 、

推進した。

(2) リスク評価手法等の調査と手法開発

①製品暴露予測手法の調査等

・米国、ＥＵでの消費者製品暴露による化学物質のリスク評価手法を基に、国内にお

ける消費者製品暴露予測のための経口、吸入、経皮暴露の基本パターン及び暴露シ
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ナリオを整理し、暴露推定式を作成した。

・国内において消費者暴露が予想される化学物質１０種類について各化学物質ごとの

消費者製品用途、使用方法等についての調査を行い、得られた情報と暴露推定式に

基づき消費者製品からの暴露評価を試行し、これらの結果を取りまとめた。

②排出量推計に関する調査と排出係数表の作成、課題抽出

・化審法監視化学物質を含むＰＲＴＲ制度対象物質以外の物質の排出量を業種、用途

別に推計することを目的として、既存の欧米の推計手法、化管法の推計手法の活用

の可能性について調査するとともに、化審法、化管法等の用途分類、日本標準産業

分類等を整理、関連付けを行い、我が国用の業種×用途表案を作成した。

・更に、この業種×用途表案に我が国独自の排出係数を設定するため、ＰＲＴＲ算出

マニュアル、工業会での調査報告書から排出係数を入手し、業種×用途別排出係数

表案を作成した。

・また、この表中の情報不足の部分について、欧州で既に作成されている排出係数表

（ＥＵ-ＴＧＤ Ａ-table）が利用可能か検討し課題を抽出した。

③媒体別簡易推計手法の構築

・排出源近傍の大気中、河川中、地下水中の化学物質濃度を効率的、簡易に推計し、

暴露・リスク評価に利用できるようにするため、国内外で既に技術的に確立された

、 、 、標準的な推計手法を利用し 日本の環境条件で使用できるよう 各種データを収集

加工、シミュレーションを行うことにより、日本版簡易推計モデルの構築(大気)及

び推計のためのデフォルト値の設定(河川)を行った。

・また、地下水については、地下水中の化学物質濃度等に関する情報を収集するとと

もに、産業技術総合研究所及び地下水中化学物質の濃度推計モデルに関する専門家

と意見交換を行い推計手法などの現状を把握した。

３．化学物質審査規制法関係業務

(1) 化学物質審査規制法施行支援業務

・化学物質審査規制法施行支援業務は、適正な化学物質審査規制法の施行に資する

ものである。ＮＩＴＥがこれまで実施してきた支援業務に対する経済産業省、厚

生労働省、環境省からの高い信頼を基に、改正法の施行に伴い、届出者との連絡

相談窓口をＮＩＴＥに一本化するとともに、平成１８年４月以降の審議会に係る

新規化学物質の届出資料の提出先がＮＩＴＥに一本化された。

・届出事業者からの試験等の進め方など技術的な問い合わせに的確に対応すること

は、届出事業者の適切な試験の実施を可能とし、届出に係る労力と試験費用の負

担の軽減に資するものである。

①化学物質審査規制法に基づき届出された新規化学物質について、届出事業者から

のヒアリング等（３９５件）を通じて、環境中での分解性、蓄積性及び人の健康

影響に関する試験データ等を精査するとともに、３省共同化学物質情報基盤シス

テム（以下「３省ＤＢ」という ）などを活用して審査に関連する各種調査を行。

い、その結果を整理して３省合同審議会（厚生労働省・経済産業省・環境省）関

連資料を作成し 経済産業省へ提出した ３６４件 また ３省合同審議会 １、 。（ ） 、 （



- 34 -

０回開催）において資料の説明等を行った注1 。）

また、平成１８年４月から新規化学物質の審査に必要となる試験報告書等の届出

資料の提出先がＮＩＴＥに一本化され、３省に代わってそれらの受付を行うとと

もに、受け付けた資料を３省に対して配布した。更に、少量新規化学物質の申出

（１９，９５４件）について、申出書の内容確認（構造式・名称など）を行うと

ともに、中間物などの申出に係る事前ヒアリング（１９５件）に参加した。

新規化学物質の試験等の進め方など審査に関連する技術的事項についての事前相

談・問い合わせ（７９５件）に対して、対応を検討し、適切に対応した （表の。

①～⑤に対応）

②既存化学物質の安全性点検結果については、分解性・濃縮性に関する試験データ

（５５件）の精査を行い、経済産業省に対して意見を提出した。

また、法律に基づき提出された有害性情報報告（４９件）については、報告され

たデータの整理を行った （表の⑥⑦に対応）。

③審査が終了した新規化学物質及び規制対象となった既存化学物質について、官報

公示名称原案を作成し、経済産業省、厚生労働省、環境省に提出した 。注2）

また、官報公示のため、平成１７～１８年に届出された物質の官報公示名称原案

について届出者に確認し、必要がある場合には名称を変更して、官報公示名称案

として経済産業省、厚生労働省、環境省に提出した （表の⑧に対応）注3）。

審査が終了し公示された新規化学物質について、ＣＡＳ番号への対応付けのため

の調査（５１４物質）を行うとともに、ＣＡＳ番号対応が適切か否かの確認を約

４，８００物質について行い、対応が確認された３，１４３物質についてＣＡＳ

番号を付与した。

１８年度 １７年度 １６年度 １５年度

①事前相談 795件 913件 614件 （未集計）

②事前ヒアリング 395件 330件 341件 352件

③審議会資料作成等 364件 299件 343件 306件注1）

内、低生産量 219件 178件 － －注5）

⑧官報公示 経済省 新規182件 新規188件 新規529件 新規256件

名称原案 既存49件 既存 3件 既存 95件 既存 12件
注2）作成

厚労省 新規138件 新規196件 － －

既存48件 既存17件

環境省 新規138件 新規196件 － －
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既存48件 既存41件

⑧官報公示 経済省 104件 161件 349件 238件

名称案

作成 厚労省 155件 196件 － －注3）

環境省 165件 196件 － －

④少量新規化学物質 19,954 17,048件 15,807件 14,121件注4）

⑤中間物等 195件 187件 215件 －注6）

⑥既存化学物質の安全

性点検

分解性 29件 24件 22件 （未集計）

蓄積性（内容確認） 26件 23件 15件

⑦有害性情報の報告 49件 75件 33件

注４：申出書の内容確認(名称、構造式等)を行った。法改正に伴い実施した、オニウム塩に係る内容確認(平成１７年度：

約2,000物質)を含む。

注５：法改正により平成１６年度から新たな業務となった。

注６：法改正により平成１６年度から新たな業務となった。中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品の申出書の内容（名称、

構造式等）を確認するとともに、経済産業省での内部検討会及び３省合同ヒアリングに参加した。

④化学物質の安全性審査において提出される試験データの信頼性確保に資するため、

、経済産業省製造産業局長あてにＧＬＰ 適合確認申請のあった試験施設について注７）

書面審査、現地査察、報告書（案）作成等を行った。

１８年度 １７年度 １６年度 １５年度

５件 ６件 ４件 ９件

注７：Good Laboratory Practice、優良試験所基準。化学物質の各種安全性試験の信頼性を確保する手段として、ＯＥＣ

Ｄにおいて１９８１年に採択された。化学物質審査規制法では、昭和５９年３月に導入し、平成１２年３月に改正

した。

⑤第一種特定化学物質、第二種特定化学物質及び監視化学物質の適切な管理のため、

監視化学物質の製造、用途、使用形態等の情報を整備等し提供した。

また、経済産業省が国内の約17,166事業所に対し実施する化学物質（既存約25,000

物質・新規約1,000物質）の製造・輸入量実態調査について、昨年度実施した調査

の事業者からの回答内容について、官報公示番号とＣＡＳ番号の整合性確認及びＩ

ＵＰＡＣ名称確認 １３ ０００件 企業名簿の整理 ２ ８００件 未入力デー（ ， ）、 （ ， ）、
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タの追加（２００件）等の不備事項を調査・検討した。これらの検討を踏まえて、

再集計した確報値を経済産業省へ報告した。

、 、⑥昨年３月から稼働を開始した３省ＤＢについて 本システムの保守を行うとともに

化学物質審査規制法に基づき届出された新規化学物質の審査等業務でより使いやす

、 、くするために ３省連絡会議の開催等により３省から改良項目について意見を求め

これを踏まえてＮＩＴＥにて改良項目の検討・とりまとめ等を行い、入力機能の改

良、検索・閲覧機能の改良を行った。また、平成１７年度までに届出された新規化

学物質に関する報告書（厚生労働省保有分 、中間物等申出に係るデータ等を入力）

するとともに、平成１８年度に届出された新規化学物質のデータ、中間物等申出に

係るデータ等及び審議会相談案件データ等を順次入力している。さらにシステムの

適切な運用管理及び適切なデータ入力・管理を行うため、システム運用管理マニュ

アル（案）及びデータ入力管理マニュアル（案）を作成し、３省に提出して意見調

整を行っている。試験報告書等についても適切に保管した。

⑦昨年度プロトタイプを完成した加水分解性予測システムについては、本格的な検証

、 。 、を行うとともに システム利用者の作業性向上のための機能追加等を行った また

山口大学と共同で、２８物質の加水分解試験結果等を用いて予測手法の検討を行う

とともに、加水分解反応について、反応部位の攻撃配置・方向の決定等を含む反応

モデル作成や加水分解反応進行の判定基準の作成等を行った。

新規化学物質（１，５３９物質）の生分解性試験データを用いて、NEDO第２プロ

ジェクトにおいて開発している生分解性予測システムを検証し、同システムの改良

のための検討を支援した。

既存化学物質の安全性点検（生分解性・蓄積性）における構造活性相関手法の行

政での利用方法を確立するため、構造活性相関委員会を開催し、平成１７年度末ま

でに以下の検討を行った。

・既存の予測モデルの比較・検討と最適モデルの選定

・予測モデルを活用した評価プロトコールの検討

・評価プロトコールに従った個別物質の詳細評価

平成１８年度は構造活性相関委員会を３回開催した（平成１６年度は３回、平成

１７年度は４回開催 。平成１７年度にスクリーニングを行った第一種監視化学物）

質相当５９物質のうちから特に高蓄積性が懸念される１６物質について、報告形式

等の検討も含め詳細評価を実施した。また、これまで本委員会で検討してきた、生

分解性予測システムの検証結果及び製造・輸入量１０トン以上の既存化学物質（６

９７物質（無機化合物、高分子化合物、構造不明物を除く ）の分解性予測結果に。）

ついてNITEのHPで公表した。

また、３省合同審議会においては、新規化学物質及び既存化学物質のQSAR予測結

、 、 、果について 今年度から 分解性の予測結果に加えて濃縮性の予測結果についても

報告・説明を開始した（新規化学物質１８３物質、既存化学物質４４物質 。）

また、CBI研究講演会 で生分解性予測モデル関連の講演（１件 、QSAR2006 で注８ 注９）

生分解性予測モデル、蓄積性予測モデル関連の学会発表（２件 、構造活性相関シ）

ンポジウム 及び情報化学討論会 合同会合で生分解性及び蓄積性予測モデル関注１０ 注11
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連並びに加水分解予測関連の学会発表（３件）を行った。

さらに、QSAR & Combinatorial Science に水－オクタノール分配係数予測モデ注12

ル関連の論文（１件 、及びEnvironmental Health Perspectives に共著にて蓄） 注13

積性予測モデル関連の論文（１件）を投稿し、掲載された。

注８：計算機と化学・生物学会（CBI：Chem-Bio Infomation Associationの略)。日本の学術任意団体。

注９：２年に１度行われる環境系ＱＳＡＲ分野の国際学会。正式名称「The 12th International Workshop on Quanti

tative Structure-Activity rekationships in Environmental Toxicology」

注１０：日本薬学会主催で年１回開催される構造活性相関に関する学会。

注１１：日本化学会主催で毎年１回行われる情報化学に関する学会。

注１２：国際ＱＳＡＲ学会の論文誌

注１３：米国National Institute of Environmental Health Sciencesの論文誌。

⑧化学物質審査規制法への事業者の理解をより深めることを目的として、ＮＩＴＥ主

催で化学物質審査規制法に係る講習会を東京（３月）及び大阪（２月）で開催した

（参加者は東京が２３５人、大阪が１４４人 。また、２団体から依頼を受けて化）

学物質審査規制法対応講習会へ講師を派遣した（４会場、聴講者約３００人 。）

さらに、海外の化学物質管理政策担当者に対する講演（ＪＩＣＡ集団研修）も行っ

た。

化学物質審査規制法の適切な施行を支援して普及・啓発を図るため、経済産業省

と連携し、同法に関連する申出手続き等のお知らせ１９件を化学物質審査規制法関

連ホームページに掲載した。当該ホームページへのアクセス数は、１８年度は約６

２万ページで前年度比約１３％増であった （前年度実績約５５万ページ）。

また、同法に関連する技術的な事項についての事業者からの照会（７９５件）に

対して、その内容を検討して適切に対応した （再掲）。

さらに 「化審法実務提要」の編集や「化審法化学物質」の監修を行い、適切な、

情報提供に努めた。

⑨ＯＥＣＤ等の次の会合等に出席し情報収集等を行った。

・新規化学物質ＴＦ会合、ＷＩＢ会合及び電話会議（３２回）

・ポリマー専門家会合

・ＨＰＶグローバルポータル会議（３回）及び電話会議（２回）

・ＩＵＣＬＩＤ５ベータテスト会合

・ＱＳＡＲステアリンググループ会合

・ＧＬＰワーキンググループ

・化学品合同会合（１１月）

・ＥＰＡ、デュポン、ＷＷＩＣナノテク動向調査

新規化学物質ＴＦ関係では、MAN VISION、ポリマー専門家会合、WIB(定義)に係

るOECD作成文書、合同会合提出用報告文書に関する意見を経済産業省に提出した。

MANパラレルプロセスに関する質問票への回答を経済産業省へ提出した。平成１９

年３月に開催されたポリマー専門家会合では、NITEから我が国におけるポリマーの
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評価方法等に関するプレゼンテーションをするとともに、各国の制度の情報収集を

行うことで、化審法上の課題抽出を行った。

HPVグローバルポータルへの参加については、参加のメリット・デメリット等を

検討し、CHRIP(HPV点検結果情報）の参加を決定した。参加に当たっては、求めら

れる情報を提供し、同ポータルの機能、ユーザー調査票及びパンフレット等につい

ても経済産業省へ意見を提出した。

OECDにおいて検討しているQSARに係るガイダンス文書に掲載するため、バリデー

ションレポートの原稿を作成し提出した。

GLP関係では、文書保管に関するドラフト案への意見や技術的課題に関する質問

への回答、国際相互評価の実施に関する意見を経済産業省へ提出した。

スイスにおける化学物質管理状況調査を行い、関係省庁等への情報提供を行った。

(2) 化学物質審査規制法第３３条第５項に基づく立入検査については、経済産業大臣

の指示を受けて、経済産業省・厚生労働省・環境省の担当官と共に、中間物／閉鎖系

用途の確認に係る事業所に対して立入検査を１０件実施した。これに先立ち、年間計

画案作成のため、平成１８年度立入検査対象事業所（案）を作成して経済産業省へ提

出した。立入検査を実施した１０件については、６３件の問題点の指摘を行い、経済

産業省へ報告している。この報告を踏まえて、３省はそれぞれの問題点について対処

方針を検討し事業者に改善を求めている。これにより、立入検査後の法令遵守状況の

向上が図られている。

また、本年度から当該業務は生活・福祉技術センターへ依頼して実施することと

なったため、当該センターへの依頼手続き、立入検査員規程の改正を行うとともに、

実施要領（案）を作成した。

４．化学物質排出把握管理促進法関係業務

(1) 化学物質排出把握管理促進法施行支援

①化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく届出の集計処理業務を以下のと

おり実施した。

今年度の届出件数は、４０，８２３件（昨年度届出件数４０，３４１件、１％

の増加）であった。このうち、電子届出は、届出システム等の改良、電子届出の

普及・啓発活動などにより、昨年度から約３割（約３，２００件）増加し１４，

８６６件に達した。

なお、平成１７年度に総務省から、未届出事業者に対する届出励行を行うよう

化管法関係５省に対し勧告が出されており、この対応のため経済省からNITEへ普

及啓発の協力要請があった。これを受け、従業員５０人以下の対象業種を営む約

２５，０００事業者に対し、ダイレクトメールを送付した結果、これまで届出実

績のない事業所から約３５０件の届出があった。また、(2)②の解析結果を基に、

一昨年度に届出があり昨年度の届出実績がない約１，２００事業所に対し、届出

の案内を送付した結果、約９００事業所からの届出があった。

今年度は、昨年度まで行ってきたアウトソーシングの試行を踏まえ、電子届出
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も含めた定型的な作業のアウトソーシングを本格的に実施し、NITE内の作業の効

率化を図った。

、 、 、また 外注管理を徹底することにより 作業の迅速化・適正化を図るとともに

外的要因に起因した作業の遅れを最小限に留めた。

さらに、集計結果公表と同時に公表される報告書の作成のため、今年度届出デー

タを解析し、結果を経済産業省に提供した。

作業に当たっての内部態勢について、事業者、自治体等からの電子届出方法等

の問い合わせが３，５３９件あったが、問いあわせ対応をアウトソーシングする

ことにより事業者による期間内の届出、自治体による円滑な事務処理を達成する

とともに、業務内容に応じた専門的知見を有する派遣職員や企業ＯＢを活用する

ことにより、効率的な届出内容確認の業務態勢を構築し、届出データの精度向上

を図った。

、事務処理の効率化及び精度向上に有効な電子届出システムの利用の普及のため

昨年に引き続き、講習会等でのパンフレットの配布、書面及び磁気ディスクによ

る届出を行った事業者に対するダイレクトメールの送付により、電子届出の一層

の普及に努めた。

また、来年度の届出処理に向けた準備として、新たに県から事務が委任される

静岡市などの新たに指定された委任市の担当者に対して、操作方法などの研修を

行った。

さらに、都道府県で唯一NITEの電子届出システムを使用していなかった山口県

が、来年度よりNITEシステムの利用を開始することとしたため、担当者に対して

説明などを行った。

自治体等が使用するシステムについては、事業者の負担軽減並びに自治体及び

事業所管省庁等の利便性向上と事務処理の迅速化を図るため、電子データに対す

る職権訂正の機能追加等を行った。

今後のシステム改良等による更なる効率化のため、問い合わせ内容から事務処

理やシステム等に関する要望や問題点を抽出・整理した。

②化管法に係る普及啓発、事業者の自主管理の支援等のため、以下のような取組を

行った。

1)化管法関連情報のホームページを通じた提供

化管法に関するホームページを迅速に更新し、常に最新の情報を提供するよう

努めた。技術的内容については、NITE独自で収集・調査・解析したものを提供す

る努力をしており 「平成１６年度のＰＲＴＲ排出量マップ 「平成１７年度取扱、 」、

量調査報告書 「過年度比較情報 、などを提供した結果、アクセス数は、以下の」 」

とおり約１割増加した。

１８年度：約１４３，０００件／月

１７年度：約１３２，０００件／月

また、化管法に関する情報を海外に提供するため、英語版化管法ホームページ

に「平成１６年度ＰＲＴＲデータの概要 「ＰＲＴＲ届出データの２００１～２」、
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００４年の比較」を追加しており、アクセス数は、以下のとおりである。

１８年度：約７，９００件／月

１７年度：約８，０００件／月

2)問い合わせ対応、講師派遣による普及・啓発

化管法に関する事業者等の問い合わせに対応するとともに、自治体ＰＲＴＲ担

当者会議等に講師を派遣した。特に、講師派遣については、従来から実施してい

る化管法及び排出量算出方法に関する説明だけでなく、ＰＲＴＲ届出システムに

おける処理の流れや操作方法の説明、ＰＲＴＲデータの活用に関する講演、海外

の化学物質管 理政策担当者に対する講演（ＪＩＣＡ集団研修）などを行い、従

来に比べ、内容、対象受講者ともに広範な活動となった。

・照会への対応：３２２件

・化管法に関連する講演会等への講師派遣：８件

(2) 化学物質排出把握管理促進法に関する情報の収集及び解析

①国内外の情報情報収集整理

1)国際会議等への対応

ＰＲＴＲタスクフォース会合（２月）に参加し、我が国のＰＲＴＲの実施状況に

ついて発表するとともに、情報収集及び我が国のＰＲＴＲに関する情報提供を行っ

た。また、ＰＲＴＲタスクフォース 会合、化学品合同会合のＰＲＴＲに関連する

部分の説明資料及び対 処方針案を作成するとともに、タスクフォースの作業グ

ループから の３回のアンケートについて、原案を作成し、経済産業省・環境省と

の意見調整を行いNITEから回答するなど積極的に対応した。

以上により、ＯＥＣＤのＰＲＴＲに係る活動の情報の収集及び国際整合性の確保

に貢献した。

2)ＭＳＤＳ制度に関する調査

海外のＭＳＤＳ制度及び普及状況の調査を実施した。欧米等主要国の制度につい

て調査するとともに、６か国５１機関へのインタビューにより実態を調査、その結

果を基に化管法ＭＳＤＳ制度との比較検討を行った。

また、昨年度実施した海外調査結果について 「平成１７年度化管法ＭＳＤＳ制、

度と海外のＭＳＤＳ関連制度との比較等に関する調査報告書 （８月）としてホー」

ムページに掲載した。

3)ＰＲＴＲ対象物質取扱量実態調査

昨年度に引き続き、取扱量実態調査を実施した。約４４，１７０事業者に調査票

を送付し、約１６，０８９事業者から回答を得た。

また、昨年度から追加された排出源別排出量推計方法の精度確保のため、調査項

目を追加した。これにより、対象業種を営む事業者からの排出量の推計の精度向上

に貢献した。

結果については、経済産業省に提供し、裾切り推計用データとして活用された。

さらに、平成１７年度の調査報告書を約５００部印刷し、関係機関・関係者に配
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布するとともに 「平成１７年度取扱量調査報告書 「平成１７年度取扱量調査の、 」、

集計結果データ」をホームページに掲載した。

4)化学物質管理状況調査

化学物質管理指針の普及等、事業者による自主管理の改善に関する状況調査を実

施した。今回は、特に零細企業の状況を調査するため、対象業種を営む従業員２０

人以下の約９０００事業者を対象にアンケート調査を実施し、約２０００事業者か

らの回答を得た。調査結果から、零細企業における化学物質管理の状況についてま

とめた。

②情報の収集解析

有害大気汚染物質対策自主管理計画の対象１２物質についてＰＲＴＲデータを

基に、業種別や「ベンゼン地域自主管理計画」策定地域別などの傾向分析を実施

、 。 、し 排出量は概ね減少していることの解析結果を経済省に提出した 経済省では

提出したデータを基に平成１８年１２月に開催された産業構造審議会環境部会産

業と環境小委員会、化学・バイオ部会リスク管理小委員会第５回産業環境リスク

対策合同ワーキンググループにおいて 「今後の有害大気汚染物質に関する自主、

管理のあり方」について審議され、自主管理のフォローアップについて「新たな

対策を講じる必要性は生じていない」との結論に至った。

また、ホームページ等から環境報告書やISO 14001認証取得状況、その他事業

者・事業所が公表している化学物質管理に係る情報を調査整理し、過去５年間の

PRTR届出データと連携させたデータベースを構築し、データ解析を行うための支

援システム（プロトタイプ）を開発した。燃料小売業が取扱う物質の排出量につ

いて、当該シス テムを活用するとともに、過去の調査結果など他の情報も使用

して解析を行い、新たな推計方法案をまとめ、経済省に提出した。

５．化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律関係業務

(1) 化学兵器禁止法第３０条第５項に基づく国際機関による検査等の立会い業務につ

いては、全て経済産業大臣の指示に従って的確に実施し、その結果を速やかにに

経済産業大臣に報告した。なお、オンサイト分析は実施されなかった。

（実施件数は公表できない ）。

(2) 化学兵器禁止法第３３条第４項に基づく立入検査等については、経済産業大臣の

指示に従って的確に実施して、その結果を速やかに経済産業大臣に報告した。

（実施件数は公表できない ）。

(3) 上記の立会い業務及び立入検査等業務を的確に実施するため、以下の措置を講じ

た。

①１１月から１２月にかけて化学物質評価研究機構と合同で分析実験を適切に実施

し、その結果を３月に経済産業省に報告した。

②経済産業大臣の指示により、国際機関による検査等の対象事業所のうち１０以上の
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事業所に対し実態調査を行い、その結果を速やかに経済産業大臣に報告した。

（実施件数は公表できない ）。

③国際合意形成への貢献と分析方法の整合性確保のため、以下の活動を行った。

９月に 「表２剤事業所検査における現地分析試行のためのOPCWと日本の２者間、

協議」に参加、日本としての意見を適切に表明すると共に必要な情報を収集し、ま

た提供し、現地分析試行受入のための日本側・OPCW側双方の実施体制整備に大きく

貢献した。

１１月に、韓国で実施された「OPCW主催：国内当局者のためのアジアセミナー」

に参加し、日本の国際検査受け入れ経験を紹介し、アジア各国の国際検査受け入れ

に対しての理解向上に貢献した。

２月に、インドネシアで実施された「日豪共催：化学兵器禁止条約産業関係セミ

ナー」に講師として参加し、日本の国際検査受け入れ経験を紹介し、インドネシア

における国内実施体制の整備に貢献した。

④国際機関による検査等において、オンサイト分析試行を的確に支援するために、NI

TEの豊富な国際検査経験から得られた情報、従前より独自に収集していた情報、公

務電報から収集した情報及び９月の協議で得た情報を基に全対象事業所の調査を実

施し、必要な助言を行い、産業界側の受け入れ体制整備に大きく貢献した。また、

関係機関・運送会社等と、受け入れ・輸送等に関して詳細な打ち合わせを行い、我

が国として積極的に支援が行えるための体制整備に大きく貢献した。

⑤外務省と経済産業省との間で行われる申し立てによる査察（チャレンジ査察）の実

施受け入れについての検討会議は、今年度は実施されなかった。

別途、チャレンジ検査に用いられる装備品についてOPCWより新たに情報を入手、

対策について検討し、経済産業省に報告し、受け入れ体制整備に貢献した。

Ｄ．適合性認定分野

１．国際規格に適合した技術的信頼性の高い認定機関の運営業務

(1) 認定機関の信頼性確保

認定機関の信頼性確保認定機関の技術的信頼性を確保するため、以下の業務を行っ

た。

①システム文書については８１件の制改訂を実施し、一週間以内に差し替えを実施し

た。また、共通システムの変更等重要事項については品質管理者から全員に４回の

E-mail周知を行った。

ＪＣＳＳの技術指針文書等については４２件の必要な改正とともに５件の新規制

定文書について、全てインターネット上で公表し、申請者の利便性向上を図った。

ＪＣＳＳ一般要求事項の改正についてはHP上でパブリックコメントを募集し、広く

意見を求めた。長さの説明会について実施。またＭＬＡＰについても試験方法規格

であるＪＩＳ、環境省マニュアルの改訂の中で解説文書を公表し、事業者に周知し

た。

認定機関としての運営に対して認定事務所を含め８～９月に内部監査を実施し、

指摘事項（不適合事項、観察事項、提案事項）について改善を進めている。また、
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マネジメントレビューを１１月に実施し、所長からの所見のうち必要な事項につい

て改善を進めている。

②年３回の審査員研修を計画し実施した（第1回１７名、第２回１７名、第３回１９

名の計５３名参加 。増加審査員数は計５２名。）

使用するテキストについては、研修生にとって分かり易い内容に工夫を加え、毎

回改善を進めている。

第３回研修は大阪認定事務所で会場手配や開催準備に従事した。また、第２回及

、び第３回審査員研修では２認定事務所及び九州審査・検査室から講師OJTを実施し

講師の養成を図った。

東京、大阪で各２回開催の審査員連絡会に延べ２７６名（１回目146、２回目130

名）の審査員の参加があり、有用な情報伝達及び解釈・レベルの統一を図った。

③年度職員研修計画を作成し、計画に従い新配属職員教育及び職員研修を実施した。

MLAP 6ヶ月長期研修１回（１名 、JCSS短期研修４回（延べ９名 、JNLA短期研修） ）

６回（延べ６３名 、JASC等短期研修１回（２５名 、不確かさエキスパート研修１） ）

回（２名 、Ｇ３４短期研修１回（１２名）を実施。技術職員としての全体的レベ）

ルアップに貢献した。また東京、大阪で各１回の職員連絡会を開催し、有用な情報

伝達及び解釈・レベルの統一を図った。

今後の認定センター国際部門の中心に成り得る３０～４０歳代の若手職員３名を

ILAC/APLAC国際会議 海外講師 海外試験所評価等に派遣し エキスパート化を図っ、 、 、

ている。海外研修は今年度は予定せず、来年度実施の海外研修について受入先（Ｎ

ＡＴＡ）と調整した。

(2) 日本認定機関協議会の活動開始について

①５月に運営委員会の開催により日本認定機関協議会（ＪＡＣ）を正式発足させた。

②９月初めにＪＡＣ公式ホームページを公開し、活動を一般に紹介できるようにする

とともに、会員ページにて会員間での情報共有もできるように整備した。

③９月に製品認証ＷＧを立ち上げ、１月までに会合を３回開催し、ガイド６５に対す

る共通解釈・解説文書の検討を開始した。

④１２月に情報委員会を開催し、ホームページ等の拡充、ＪＡＣパンフレットの作成

等の作業・検討開始した。

⑤ＪＡＣの発足に伴い、試験所認定機関連絡会（ＪＬＡＣ）をＪＡＣ傘下の試験所認

定ＷＧとして取り込み、従来からの技術情報セミナーを開催した他、情報交換のた

めの会合を４回開催した。

(3) 国際相互承認の維持

海外認定機関との協力体制を強化し、相互承認自体の信頼性を向上させるとともに

国際的な地位の維持・向上を図るため、以下の業務を行った。

①５月のAPLAC理事会、MRA評議会、ILAC/AIC会議、８月のBIPM/ILACＷＧ、９月のAPL

AC総会、理事会、技術委員会、１１月のILAC総会、ILAC/AIC会議、１２月のAPMP総

会、２月のILAC/MCC会議、３月のILAC/ARC会議に出席した。APLAC理事、技術委員
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長、ILACの２ＷＧ議長として、国際文書の定期的見直し・提案、関係する会議・Ｗ

Ｇへの出席・仕切り、講師等としてそれぞれの職責を果たした。

②評価員活用の働きかけを実施し、相互承認評価員として７月に１名、３月に３名を

派遣した。これら活動は国際的にも高く評価された。

③４／１付でRMP担当者及びRMP認定の相互承認を受ける方針を決定するとともに、４

／２４日にAPLACにRMP認定の相互承認の申請を行い、平成１９年９月の評価に向け

てシステム文書を整備する等準備を進めた。

(4) 標準物質情報の提供

①標準物質情報データベース(RMinfo)

・登録物質数：１８年度4,683件

・登録機関数：１８年度３５機関

・標準物質情報委員会開催：１８年度２回

・関係機関への調査、データベースの更新・充実

新規登録機関として１１機関に働きかけを実施した（うち年度内に４機関が登

録、４機関が次年度登録の了解、２機関が登録を検討中 。）

既登録機関３１機関すべてにデータベースの更新、修正内容についての照会を

郵送、電話、ＦＡＸ、メール等で実施した。

標準物質品質情報の改良を行い、登録機関すべてに変更内容等を通知し協力と

周知を図った コンテンツの更新を１９０ページ実施し 内容の刷新と充実を図っ。 、

た。

②国際標準物質データベース(COMAR)

標準物質情報委員会の了承を得た認証標準物質８２件をＣＯＭＡＲデータベース

に登録した。５月にチェコにて行われたＣＯＭＡＲ会議に参加。日本代表としてＣ

ＯＭＡＲの運営について意見し、また日本の更新状況について説明した。

２．経済産業省に係る法令等に基づく認定業務

(1) 法令に基づく認定業務

①法令に基づく認定業務について、次のとおり実施した。

イ ＪＮＬＡ

・申請受付け： １８年度４６件（うち、既認定事業者の登録申請１２件、

新規事業者２３件、区分追加１１件）

・評定委員会開催：１８年度 ８回

・登録件数： １８年度７８件（うち１８年度申請分２８件、

１７年度申請分５０件）

・登録申請から通知までの期間

１８年度に処理した案件には、標準処理期間（１５０日）を超えたものはない。

また、登録申請から登録通知までの期間が１年を超えたものもない。

・変更届出書の処理

、 。登録試験事業者からの変更届出書２０４件について 迅速に内容確認を実施した



- 45 -

・不確かさガイダンス文書等

事業者の申請を一層容易にするため、繊維引張り試験方法の不確かさ評価のガイ

ド文書の最終案を年度内に作成した。次年度初めに公表予定。

ロ ＪＣＳＳ

・申請受付：１８年度 ８２件（うち、既認定事業者の登録申請３８件、新規事業者

２６件、追加申請１８件）

・評定委員会開催：１８年度 ７回

・登録件数：１８年度 ７３件（うち17年度申請分34件、18年度申請分39件）

・60日を超える評定委員会での審議待ち件数

１８年度 ５２件中 １件（評定委員会の開催間隔が７２日開いたことによる）

・登録申請から通知までの期間

18年度に処理した案件には、標準処理期間(150日）を超えたものはなかった。ま

た、登録申請から登録通知までの期間が1年を超えたものは５件あったが、いずれ

も、是正の遅延、審査中断依頼、事務所移転等、申請事業所の都合によるものであ

る。

・技術委員会、技術分科会

遠隔校正をJCSSに盛り込むための技術的課題、横断的な基準文書の改正等にかか

る技術的課題を検討するため、技術委員会を２回開催した。

各量において、既存文書の改正、技能試験運営等に必要な技術事項を検討するた

め、技術委員会各量別分科会を３２回開催した。

、 、このほかに 将来的にJCSSで立ち上げる可能性のある先端技術分野の量について

経済産業省、産総研、及び産業界関係者との事前検討会合・打ち合わせに積極的に

参加し、迅速な認定の立ち上げが出来るよう支援した。

ハ ＭＬＡＰ

・申請受付：１８年度 １５件（うち更新申請１２件）

・評定委員会開催：１８年度 ９回

・認定件数：１８年度 ２８件（うち更新２３件、新規５件、認定拒否０件。外に申

請取下げ１件）

・処理期間（申請受付から評定結果通知までの期間）

、 （ ） 。１８年度に処理した認定案件は 全て標準処理期間 １００日 内に処理している

・変更届出書の処理

認定事業者からの変更届２７３件について、迅速に内容確認を実施し処理した。

・普及・広報活動

イ ＪＮＬＡ制度の普及及び登録試験事業者への広報ツール提供のためクリアフォル

ダ他を作成し、展示会等で配布してＪＮＬＡ制度の普及を図った。また、工業会等

から講師派遣の要請を受け講師を３回派遣し、ＪＮＬＡ制度の解説、申請手続き等

の説明を行った ＪＮＬＡの広報を中心にした展示会 東京開催２回 に出展を行っ。 （ ）
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た また 今年度初めて建築・建材展に出展し ＪＮＬＡ登録試験事業者とタイアッ。 、 、

プし、ＪＮＬＡ二次ユーザーの拡大を目指し広報を実施した。

ロ ＪＣＳＳ及び認定にかかる周辺情報の普及・広報のため、４回の展示会（東京２

回、名古屋１回、大阪１回 、計測標準フォーラム及び全国数カ所での各種講演会）

に講師を派遣し、ＪＣＳＳ制度等の紹介を行った。

ハ ＭＬＡＰにかかる申請者及び認定事業者の利便性の向上と認定処理の効率化とし

て、登録免許税課税に伴う申請手続きの追加に合わせて、ＭＬＡＰ認定申請等の

手引きを改訂、公表した。

ア 告示改正作業及び不確かさに関する調査等

・告示改正作業

６月末時点のＪＩＳ規格の改正情報、区分追加の要望等に対応するため、技術委

員会及び技術分科会（会議開催４分野、書面審議９分野回）を開催し、全５３３件

の改正内容を確認した。ＪＮＬＡ登録区分告示の見直しを行い、経済産業省が行う

告示改正作業を支援した。

見直し結果は、平成１９年３月６日の登録区分改正の告示に反映され、登録区分

は５０９区分から５１１区分に拡大。同日付けでＪＮＬＡ試験方法区分一覧を改正

し、ＪＮＬＡ制度の利用拡大を図った。

（また、現在１２月末のＪＩＳ改正情報等に基づく見直し作業を実施し、経済産業

省へ報告予定（平成１９年５月末目途 ））。

・不確かさに関する調査等

ＪＮＬＡ制度の信頼性を向上させ、その適切な普及を図るため、第１期から継続

して実施している不確かさの要因の調査について、本年度は２分野 の調査を計画注

し、公募により専門の外部機関（２機関）に調査委託を実施した。調査結果は次年

度早々に公表予定。

注）２分野（給水・燃焼機器分野、パルプ・紙・包装分野）

イ ガイダンス文書

最新の校正技術に対応させるための既存技術的適用指針文書の組織名変更などの

形式的な改正を除く１８件の必要な改正とともに「真空計 「粘度」及び「石油用」

流量計」について、技術的適用指針文書を新たに制定・公表し 「粘度計校正用標、

準液及び粘度校正液」及び「粘度計」について 「不確かさの見積りに関するガイ、

ド」文書を新たに制定・公表し、申請者の利便性向上を図った。

ウ 試験方法規格であるＪＩＳ、環境省マニュアルの改訂の中で、特に注意を要する

２点について、解説文書を作成、公表し、事業者に周知した。また、新試験方法規

格に基づいた審査へスムーズに移行するために、新試験方法にあわせてＭＬＡＰ審

査検査チェックリストを改訂、審査員に周知した。さらに、審査員の技術的理解を
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深めるためにＭＬＡＰ講演会を開催した。

②立入検査、フォローアップ調査及び満足度調査等について、次のとおり実施した。

イ ＪＮＬＡ

・法律に基づく立入検査は、試験手順書の大幅改正等による変更届出書の提出に伴

い１件実施した。

・審査に対する満足度調査

認定制度の信頼性を更に向上させ、普及、顧客サービス向上を図るため、評定委

員会での審議終了後、アンケート調査を実施した。

アンケート回収率は７２％（５３件中３８件）

アンケート結果に基づき、審査員連絡会等において、教育訓練、周知等必要な処

置を実施した。

ロ ＪＣＳＳ

・立入検査実績 なし

・審査に対する満足度調査

認定制度の信頼性を更に向上させ、普及、顧客サービス向上を図るため、評定委

員会での審議終了後、アンケート調査を実施した。

アンケート回収率は６８％（１０１件中６８件）

アンケート結果に基づき、審査員連絡会等において、教育訓練、周知等必要な処置

を実施した。

ハ ＭＬＡＰ

・フォローアップ調査件数

認定後の事業者が適切に計量管理を行っているか確認し、その信頼性を確保するた

。 、めにフォローアップ調査を４５件計画 うち１件は調査実施前に事業廃止したため

４４件を実施した。

・ＭＬＡＰ審査・調査に係る満足度調査

審査・フォローアップ調査を実施した事業者に対して、満足度調査を行った。調査

回答を集計、分析し、制度の信頼性及び顧客サービスに資する事項について、審査

員及び職員に審査員連絡会等で周知した。

満足度調査数：回答４４件／送付７６件（回答率５８％）

(2) 社会ニーズに基づく認定業務

①製品評価技術基盤機構認定制度（ASNITE）について、次のとおり実施した。

・ASNITE校正

18年度に検討が始まったオシロスコープのJCSS認定に先行して、在中国日本企業

からオシロスコープ等の申請があり、審査を実施し認定した。

・ASNITE標準物質

食品（遺伝子組み換え標準物質）及び岩石標準物質、鉱物標準物質等の標準物質
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生産者からの２件の申請を受け付け、食品標準物質を認定した。

・ASNITE-NMI

７件の申請を受け付け、審査を実施した。更に４件の検査を実施した。

また、２回の評定委員会を開催し、５件の認定を行った。

・ASNITE試験

工業標準化法の改正に伴い申請受付を休止していたが、事業者からの認定要請に

基づき、ASNITE試験の認定範囲を見直し、迅速に申請区分案を作成し、事業者に提

示。事業者の要望を取り入れた区分案を作成した。

・ITセキュリティ評価機関の認定業務（ASNITE試験IT）

18年度までは経済産業省からの委託事業として実施しているが、19年度からは他

のASNITEプログラムと同様、手数料収入により実施する。

また、産学官からのニーズに適確に対応し海外の評価機関の申請も受付け、暗号

モジュール分野の認定と一括して実施するため、認定基準文書及び事業者からの申

請を一層容易にするためのガイダンス文書を全面的に改正し、公表した。

４件の申請を受け付け（うち海外１件及び申請取下げ１件 、審査を実施し、う）

ち１件の認定を行った。

②４／１付でRMP担当者及びRMP認定の相互承認を受ける方針を決定するとともに、４

／２４日にAPLACにRMP認定の相互承認の申請を行い、平成１９年９月の評価に向け

てシステム文書を整備する等準備が進んでいる （再掲）。

③我が国政府推奨暗号モジュールの認証制度に適確に対応するため、暗号モジュール

（ 、試験機関認定プログラムを新規に開発した 18年度中に１機関からの申請を受付け

審査し、認定した 。）

④JCSS、JNLA及びASNITEプログラムで各々制定していたトレーサビリティ方針を統合

するため、IAJapanトレーサビリティ方針案を作成し、パブリックコメントを募集

した後統合し、効率化を図った（平成１９年４月１日より運用 。）

また、ASNITEサブプログラムをASNITEプログラムに統合し、各スコープ（校正、

試験、標準物質生産者、IT、認証機関）によって認定することとした（平成１９年

４月１日より運用 。これに伴い、１８年度にASNITE-NMI、CAL及びtestの一般要求）

事項・手引きの統合文書案を作成し パブリックコメントを募集した後 統合を図っ、 、

た（平成１９年４月１日より運用 。）

⑤ASNITE校正及び標準物質では認定業務を効率的に実施するため、JCSSと連動した評

定委員会を４回開催し、２件の認定と５件の認定継続をした。ASNITE試験ITでは暗

号モジュールについて、効率的な運用を図る観点からITセキュリティ評価機関の認

定業務と一括して実施するため、認定基準文書及び事業者からの申請を容易にする

ためのガイダンス文書を統合する等全面的に改正し、公表した（(2)①の再掲 。）

(3) 定期検査等

①定期検査について、次のとおり実施した。

イ ＪＮＬＡ定期検査実績

・申込み受付： １８年度 １０件
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・継続通知件数： １８年度 ７件

ロ ＪＣＳＳ定期検査実績

申込み受付：１８年度３８件（既認定事業者の登録審査への移行

により、減少）

（ 、 、 ）継続通知件数：１８年度４２件 うち １８年度実施３３件 １７年度実施９件

定期検査における事務処理期間

１８年度：最大１３９日、最小３５日、平均９９日

ハ ASNITE

・ITセキュリティ評価機関の認定業務（ASNITE試験IT）

ITセキュリティ評価機関の認定については、18年度までは経済産業省からの委

託事業として実施しているが、19年度からは他のASNITEプログラムと同様、手数

料収入により実施する（(2)①再掲 。）

３件の定期検査申込みを受け付け、18年度中に検査を実施した。

②認定事業者等の能力を確認するため、技能試験を次のとおり実施した。

ア ＪＮＬＡ

平成２１年度までの技能試験４か年計画を作成し、８月に公表するとともに、３分

野３プログラム（①電気分野、②抗菌分野、③窯業分野）の技能試験の実施を公表し

た。参加試験所数が計画（９事業者以上）に満たなかった①の技能試験を除く２プロ

グラムを適正に実施中。また、ＭＲＡ認定に必要な申請事業者１者及びＭＲＡ契約申

込みの登録試験事業者１者に対して測定監査 として技能試験を実施した。注

外部機関等が実施する技能試験４プログラム（繊維分野３プログラム、土木・建築

分野：１プログラム）について承認を行い、活用している。

技能試験： １８年度 技能試験 ２分野２プログラム

参加者数 国内 ２４事業者

海外 なし

注）測定監査とは、ＮＩＴＥと認定・登録申請事業者とがそれぞれ１対１で行う技能試験をいい、年度計画に基づき実施

する技能試験を待っていては迅速な認定・登録通知が困難である場合などに計画とは別に実施するものである コスト面・。

効率面では不利であるが、ＪＮＬＡ及びＪＣＳＳでは、申請事業者が希望する迅速な認定通知に応えるため、現行人員の

範囲内で測定監査を実施する体制を整えている。

認定センターが主体となって実施している技能試験業務の一括外部委託化を推進す

るため、公募により専門の外部機関（３機関）と技能試験プロバイダー育成業務に係

る委託を行い、業務運営の一層の効率化を進めた。

イ ＪＣＳＳ

質量分野（分銅及びはかり）で２件、力区分で１件（一軸試験機）圧力区分（デジ

タル圧力計）で１件の技能試験を実施し、５９事業所が参加した。
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温度区分（放射温度計）では１７年度から引き続き、技能試験を実施した。

また、技能試験参加実績のない個別のJCSS登録申請に対する申請事業所の技術能力

を確認する技能試験（測定監査）を２３件実施した。

電気区分で３件、音響・超音波で１件について、外部機関の技能試験を審査・承認

し、その結果を活用した。

ウ ＭＬＡＰ

・第２回ＭＬＡＰ技能試験のスキーム及びスケジュールを産総研と調整し、実施手

順書を作成した。平成１８年１２月に全認定事業者に技能試験スケジュールを周

知、平成１９年２月に試料を配布し、技能試験を開始した。

エ ＡＳＮＩＴＥ

ＡＳＮＩＴＥ校正では在中国の日本企業から電気の追加申請があったが、仲介器輸

送等の安全性・合理性の観点から、今回認定センターとの合同審査を実施した中国の

認定機関ＣＮＡＳに測定監査の実施を依頼し、その結果を利用することとした。

３．経済産業省に係る法令に基づく認証機関の登録のための調査等認定関係業務

(1) 法令に基づく認定関係業務

①工業標準化法に基づく登録認証機関の登録等関係業務について、次のとおり実施し

た。

ア 工業標準化法に基づく経済産業大臣からの認証機関の登録のための調査依頼につ

いては、事務所審査１６件、工場立会審査１４件、試験所立会審査８件を実施し、

その結果を速やかに経済産業大臣に報告した。

イ 工業標準化法に基づく経済産業大臣からの認証機関の基準への継続した適合性の

検査を１１件実施し、その結果を速やかに経済産業大臣に報告した。

②製品安全４法に基づく国内（外国）登録検査機関の登録等関係業務について、次の

とおり実施した。

ア 経済産業大臣の指示に従って、製品安全４法に基づく国内登録検査機関の登録等

のための調査を１７件実施し、その結果を経済産業大臣に速やかに報告した。

イ 経済産業大臣からの検査の指示はなく、実績はない。

③特定機器相互承認法に基づく適合性評価機関の認定等関係業務について、次のとお

り実施した。

ア 経済産業大臣からの調査の指示及び申請はなく、実績はない。

イ 経済産業大臣からの検査の指示はなく、実績はない。

④計量法に基づく濃度に係る計量証明事業者等に対する立入検査について、経済産業

大臣の指示（５件）に基づいて、立入検査を計画し、実施した。平成１８年１２月

までに全件の検査を終了し、同月、経済産業大臣に結果を報告した。

⑤旧工業標準化法による指定認定機関等への検査を１５件実施し、その結果を速やか

に経済産業大臣に報告した。

(2) 国際提携関係業務
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①ＣＯＰ ８件、ＴＦＩ ９件を実施し標準処理期間内に報告した（内ＣＯＰ１件、

ＴＦＩ１件は豪州政府との合同監査）

②定例会議を開催することを豪州政府と合意。18fy７月から検査手数料の見直しを実

施した。

③豪州政府のＯＪＴに２名参加、日本で実施された合同監査には６名が参加。内部で

審査員研修を実施、豪州政府には審査員研修プログラムがないため豪州政府との合

同審査で活用し研修を実施した。

E．生活安全分野

１．製品安全関係業務

(1) 製品の事故に関する情報の収集・調査・分析、原因究明等

消費者が利用する製品のうち、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のあ

る製品に適切な対応を図るため、以下の業務を行った。

①事故情報収集状況

事故受 内 訳

付件数 新 聞 事 業 消費生 消防署 その他

（ ） （ ）年度 注１ 情 報 者 活ｾﾝﾀｰ 注３

１８年度 4,084 1,819 1,234 378 243 410

１７年度 2,952 1,916 575 135 174 152

注１：この件数には、受付けた総件数であって、重複案件等も含む。

注２：新聞情報の欄は、web情報を含む。

注３：その他の覧には、経済産業省、警察、病院等（新聞、事業者、消セン、消防署以外の全て 。）

事故情報の総受付件数は、４，０８４件で、対前年同期比１３８％と大幅に増加

した。これらのうち、消防署からの通知は４０％の増加、消費生活センターからの

通知は２.８倍と極めて大きく増えたが、これは、機構の全国組織を活用しつつ、

消費生活センター、消防等の地域における関係機関等との緊密な協力・連携を更に

ローラー作戦で３７６機関（うち、５３機関は本部と支所の協力により実施 ）に。

訪問し強化したこと及びモニター研修によるモニターの質の向上を図ったことによ

るものと思われる。

②この結果、現場調査と事故品確認の合計件数が、前年比で７９％増の５４５件と増

加し、原因究明の精度向上が図れた。また、収集した事故情報は全て迅速に調査を

行うとともに、事業者が講じた再発防止策の評価を行った。

外部有識者、専門技術者等で構成する事故原因技術解析ワーキンググループ及び

事故動向等解析専門委員会を年４回開催すること等によって、事故原因及び事業者

、 。が講じた再発防止策等について評価を行い 公表する等により事故防止に貢献した

また、特に周知が必要なものについては、記者発表並びに特記ニュースの発行によ

り、国民への周知の徹底を図った。

③事故原因究明テストは 「松下電器産業の石油温風暖房機 「デスクマット」等迅、 」、
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速に実施した また 事故原因究明手法開発は 導体の一・二次被熱条件別解析デー。 、 「

タ蓄積」を行った。

＜主な事故調査（テスト）結果と活用事例＞

・経済産業省が緊急命令を発動した松下電器産業（株）の石油温風暖房機では、昨年

度末から今年度当初にかけて原因究明テストを迅速に実施し、特別に動向委等を開

催するなど積極的に対応し、５月３１日にその結果を経済省に報告し、消費経済審

議会（消経審）後公表を行った。調査報告書には事故再発防止を図るための提言を

記述し、また、日経ものづくり等雑誌に掲載された。

・パロマ工業（株）製瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故では、経済省からの

依頼により、迅速な調査・テストを行い、経済産業省の行政措置に貢献した。

・業績悪化等により事業者による回収等安全対策ができない案件、水着及びハロゲン

ヒータ（３件）について、特記ニュース等で消費者に注意喚起し、事故の再発防止

に努めた。

・事故の絶えないハロゲンヒータについて、回収漏れによる事故を防ぐため、回収の

進まない過去の社告機種全てをまとめて、特記ニュースにより消費者に周知し、併

せて安全な使用法についても周知した。

・皮膚障害案件である「デスクマット」について、原因究明テストによりアレルギー

物質を特定し、事業者及び経済省に情報提供した。これを受け、業者は社告（全国

紙１紙）により製品回収等を行ったが、回収等の促進のため、後日機構からもプレ

スリリース及び特記ニュースを発行し、これに併せ事業者も再度社告（全国５紙）

を行った。

・製品事故調査員制度発足

支所の技術を強化し、消費生活センター、消防署等からの事故情報に基づく調査、

事故現場調査、事故品調査等を迅速に実施するため製品事故調査員制度を構築し、

製品事故調査員を委嘱することとした。

製品事故調査員は３月末現在で１５名（１名については手続き中）

④市場モニタリングテスト

１８年度は、次のとおり１３件について実施した。

・取引試買テスト ８件

・製品安全テスト ２件

・消費生活センターテスト支援 ３件

取引試買８件のうちの２件 いずれもエアゾール製品 製品安全テスト２件 電（ ）、 （

子レンジ加熱式湯たんぽ、乗車用ヘルメット）は経済省からの緊急依頼であり、迅

速に対応した。電子レンジ加熱式湯たんぽについては、経済省と合同で事業者説明

会を実施するとともに、記者発表（経済省と同時）及び特記ニュースを発行した結

果、テレビ放映等され消費者への周知が進んだ。

既実施の製品安全テスト（リモコン付き電気ストーブ）では、テスト結果を受け、

経済省が行政措置（業界指導と基準改正予定）を行い、機構はプレスリリース（経

済省と同時）及び特記ニュースを発行し、事故の未然防止（被害が起こる前の予防

措置）を図った。これを受け、テレビ放映等され消費者への周知も進み、また、社
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告回収した事業者も出た。

また、電気用品関係の市場モニタリングテストを事業者への絶縁耐力試験装置の

無償貸し出しにより実施した （のべ２１８中古事業者。１９，１１７件 ）。 。

(2) 国内外の関係機関との連携

<<国内>>

・経済産業局及び全国都道府県担当者によるブロック会議（６地区で開催 、国民生）

活センター（２回開催 、製品安全協会（２回開催 、消費生活センター（１０５回） ）

開催）等との連絡会議の開催により、有用な情報の収集・分析を行った。また、地

域消防機関、地方公設試験所、大学及び地域工業会の苦情相談窓口担当（ＣＲ（Co

nsumer Relation）会）等との情報交換により、有用な情報収集を行い、昨今の事

故情報に係る分析等を行った。

<<海外>>

・アメリカ(Consumer Product Safety Commission：CPSC),METI,NITEとのガイドライ

ン締結に向けて昨年度からMETI製品安全課と協力して準備を進め、６月に調整を完

了した。

・11月29日にベルギーブラッセルでＣＰＳＣ委員長代行NITE理事長が調印式を行っ

た。これにより、①情報交流、②トレーニングプログラムの共同開発、人材交流が

可能となった。

・海外機関との連携強化に向けて海外情報調査及び情報交換のため、アメリカ、カナ

ダ（５月 、オーストラリア（９月）各国を訪問し、事故情報の収集体制、活用等）

について成果を得た。

・ICPHSO年次総会（５月）に出席し、１１月にはICPSC会合及びICPHSO第３回欧州ト

レーニングシンポジウムに出席し、各国の製品安全業務に携わっている人と連携を

強化した。

(3) 事故の未然・再発防止のための情報提供

１８年度第３四半期分までの個別の事故情報（６９８件）を集約し、１７年度報告

書及び１８年度第１～３四半期報としてインターネットにより公表するとともに、冊

子として消費生活センター、消費者団体、行政機関、消防・警察、原因究明機関等関

係機関に配布した。

また、特に情報提供が必要な案件について、別途まとめ（特記ニュース 、消費生）

活センター、消費者団体、行政機関、消防・警察、原因究明機関等関係機関に、１０

回情報提供した。

<<シンポジウムの開催>>

・１７年度は誤使用事故防止のため事業者向けハンドブック、消費者向けハンドブッ

クを発行した。啓発活動を積極的に実施し、好評を得、その集大成として誤使用事

故防止シンポジウムを開催した。

、 、 、 。参加者は３００名を超え 講演 パネルディスカッションもあり 盛況であった

<<成果発表会>>
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製品安全に係る業務成果を関係機関・企業等に直接情報提供することにより、当機

構をアピールするとともに、意見交換や情報交換の場として各機関等との更なる連携

を深めることを目的に東京及び大阪の２会場で開催した。

参加者は合計で３６７名であった。

<<年度・四半期報告書>>

（ホームページ公表）

・平成18年度第１，２，３四半期報告書発行(～3/30）

・平成17年度報告書(11/21)

・平成17年度４四半期報告書発行（6/15）

・事故情報データベースへのアクセスページ数は以下のとおり

１８年度 ２１２万ページ

１７年度 １２２万ページ

１６年度 ８０万ページ

１５年度 ７３万ページ

１４年度 ６７万ページ

・公開データベースについては 「特記ニュース 「社告・リコール情報」がトップ、 」、

ページのアイコンから直接アクセスできるよう、利用者の利便性の向上を図った。

（刊行物）

・四半期報（４回） 合計26,400部 （１７年度 合計6,400部）

・年度報（１７年度版） 2,100部予定（１６年度 2,100部）

・年度報告書は製造事業者等からの要望を受け、平成１９年２月から全国の書店にお

いて販売。

・社告・リコールアクセスページ数が３１，０００ページであった。

<<特記ニュース>>

・特記ニュースは消費者に危険情報を周知させるため１０回発行した。

・ＨＰに公開している特記ニュースは、アクセスページ数が１５０，０００ページで

あった。

【例】

「紙用シュレッダーによる幼児の指切断事故の再発防止について」

「リモコン付き電気ストーブの誤作動について」

「デスクマットによる皮膚障害事故について」等

<<電子メールマガジン>>

・１７年７月から配信している電子メルーマガジンは、通常号を総計２６号、特別号

として特記ニュース、製品安全トピックスを総計１５号配信した。読者は昨年度末

の1,936名から引き続き増加し、３月末には3,182名(64%増)と大幅に増加した。

【例】

「誤使用事故防止シンポジウム」

「松下電器産業株式会社製ＦＦ式石油温風暖房機事故の原因究明について」

「米国消費者製品安全委員会（ＣＰＳＣ）との新たな協力関係の構築について」

<<英語版電子メールマガジン>>
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・英語版電子メールマガジンを１２月下旬に海外の製品安全業務に携わっている関係

者向けて配信した。

<<広報誌の創刊>>

・製品安全業務に携わっている人を対象に製品安全に関する広報誌を４月に創刊し、

ＨＰからダウンロードできるようにした。

広報誌を創刊するにあたって、学識経験者、消費者代表、マスコミ関係者等から

構成される編集委員会を開催し、掲載内容について検討した。

創刊号：５,０００部

第２号：２,５００部

第３号：４,０００部

ＨＰのＰＤＦ版の総アクセス数が７１，０００件以上となり、広報誌が活用されて

いると考えられる。

<<英訳版の刊行物>>

・誤使用事故防止ハンドブック（５月）

・製品安全パンフレット（２月）

<<教育機関向け広報>>

・子供の事故を防ぐためには、教育関係機関等に啓発することが重要であると思われ

ることから、少年写真新聞社からの執筆依頼に協力した 「暖房器具の誤った使い。

方で起きている事故 （１２月８日号）」

また「知らぬ間におきる低温火傷」のポスター写真の指導者として掲載された。

（１回 。）

「 」 。２月にはポスター写真 使い捨てカイロによる低温火傷 の防止について発行した

<<マスコミ対応>>

・７月にはパロマ製ガス湯沸器による一酸化炭素中毒事故が、また、シュレッダーに

よる子供の指の切断事故が報道機関に大きく取り上げられ、事故内容、検索方法、

事故同等品等について、生・福センターはテレビ局、新聞社等からの取材活動に積

極的に対応した （テレビ局：８局２１件、新聞社：１５社２７件）。

<<経済産業省に協力>>

・パロマ、シュレッダー事故を受け開催された「産業構造審議会消費経済部会製品安

全小委員会」の審議会資料用として海外の規制調査、事故情報のデータ提供等に対

応した。

・消費生活用製品安全法改正の国会審議にあたっては、国会議員からの質問に関する

回答（案）の作成、国会議員の質問に関するデータ検索、事故情報の整理・提供な

ど積極的に対応した。

・製品安全総点検への共催

経済産業省と１１月２０日から共催した製品安全総点検週間の実施においてパン

フレット作成、製品安全総点検セミナーの開催及び講演講師を行った。

<<その他>>

１７年度実施した取引試買テスト、センターテスト支援のテスト結果をＨＰで公開

した。
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(4) 製品安全体系の高度化を目指した調査研究

・消費者が利用する製品の安全性をより高いものにするため、国内外の製品安全の関

連制度に関する勉強会を１１回開催した。

・海外の規制について緊急調査を実施し、経済産業省に情報提供をした。

・有識者等で構成する研究会を設置し、海外の制度、技術基準について規制・基準体

系の構築等に向けた検討を行った。

２．標準化関係業務

(1) 高齢者・障害者対応等の分野における標準化

高齢者・障害者が安全で使いやすい製品の普及、製品・消費者の価値観等の多様化

等に対応した市場形成の観点から、以下の業務を行った。

①福祉用具標準化体系案及びアクションプラン

○経済産業省、試験機関、工業会を含めた連絡会での意見を参考に、民間機関が標準

化を行うためのアクションプラン｛福祉用具個別製品規格（標準化対象範囲 、NIT）

Eがこれまで実施してきた標準化のためのプロセスフロー（作成手順 、工業会、試）

験機関における実施手順を勘案した方策等｝を作成した。また、NITEの指導の元、

、 。このアクションプランに基づき 民間機関において標準化実施の調査が開始された

（内閣府平成１８年度高齢社会白書にも盛り込まれた ）。

○高齢者・障害者配慮部会（NITE内委員会）の了承の下、福祉用具標準化体系案策定

ＷＧを新たに設置し、福祉用具標準化体系案を作成するとともに、これを踏まえ、

複数の製品分野に共通して用いられる試験・評価方法の標準化のうち民間では実施

できない部分の規格開発（2.(1)②参照）のために、機構が果たす役割について、

同部会及び標準化業務推進委員会に提案・報告した。また、福祉用具標準化体系案

。報告書については３月にスウェーデンで開催されたISO/TC173総会で発表を行った

②-1 関係機関への技術面からの連携・協力

○年代別聴覚閾値分布の標準化（18年度～19年度）

１０歳代～７０歳代の聴覚閾値（聞こえる最小の音量）についてデータを取得す

るために、実験方法の確立、マニュアル化、被験者実験を実施した。また、地域性

の確認のために被験者実験を九州大学に委託し、福岡地区の被験者データを取得し

た。被験者数は２７８名（高校生５２名、一般公募及び派遣会社１５１名、九州大

学７５名）を達成した。各年代２０名のデータ取得ができた。

、 。本事業についてはISO/TC43/WG1に提案して ISO7029の改定案として審議を求めた

また、結果を活用していくため、ISO/TC159/SC5/WG5に担当者がエキスパートとし

て参加した。

○立ち上がり補助いすの工学的安全性評価方法のＪＩＳ原案作成

１７年度に開発した評価手法を日本福祉用具・生活支援用具協会（ＪＡＳＰＡ）

の補助いすＪＩＳ原案作成委員会に提案し、ＪＩＳ化の審議に参画した。１２月に

審議が終了し、１９年春ＪＩＳが発行される予定である。
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○段差解消スロープの工学的安全性評価

ＪＡＳＰＡに設置された段差解消スロープ分科会及びＪＩＳ原案作成委員会に参

画し、評価方法について技術的な説明を行う等ＪＩＳ原案作成に協力した。１１月

に審議を終え、平成１９年度にＪＩＳ化の予定である。

○体圧分散マットレスの工学的安全性評価

ＪＡＳＰＡに設置された体圧分散マットレス標準化分科会及びＪＩＳ原案作成委

員会に参画し、評価方法について技術的説明を行い、ＪＩＳ原案作成に協力した。

また、ＪＩＳ原案に採用されているＮＩＴＥが開発した体圧分散性能評価方法につ

いて、その実証試験をＪＡＳＰＡとの共同研究として行った。ＪＩＳ原案作成委員

会での審議は平成１９年６月に終え、平成１９年度にＪＩＳ化の予定である。

②-2 第一期から継続となっているテーマ

（ ）○生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメントの開発 14年度～18年度

生体親和性インプラント材料の臨床応用を加速し、短時間で寿命等の性能を評価で

きるテクノロジーアセスメント技術を開発し、寿命等の性能評価に関する標準化を

推進するために、委託業務の担当者（独立行政法人産業技術総合研究所、京都大学

再生医科学研究所他４社）との打合せを平成１８年６月２日に第１回目を開催し、

その後、各プロジェクトでの進捗状況を把握しながら、第１回技術開発委員会を平

成１８年９月２６日に、第２回目を平成１９年２月８日に開催した。

・ＮＩＴＥにおいては、髄内釘及びγネイルについて、荷重試験及び耐久性評価試験

の試験条件を検討し試験を実施した他、インプラント材料の溶出物の分析について

は、報告されたデータをもとに評価方法の検討を行った。

・当該事業は今年度が最終年度で、プロジェクト全体で標準化に資するためのＴＲの

素案を８件（ＮＩＴＥ担当部分は２件、生体インプラントの髄内釘とγーネイル）

作成した。

○金属系生体材料の切り欠き感受性評価方法の標準化（16年度～18年度）

骨プレートや人工関節等の金属製インプラントは、きずによる破壊が問題になっ

ており、きずによる破壊の原因となる切り欠き感受性に係る評価方法を標準化する

ことが求められている。１８年度は、１７年度に検討したインプラント材料の試験

片形状及び試験周波数、データ取得方法及び解析条件等の検討を行い、試験方法の

妥当性を検証した。

○視覚障害者誘導用ブロック等の視認性に係る標準化（16年度～20年度）

弱視者の視覚特性（色、輝度コントラスト感度等）計測を行い、視覚障害者誘導

。 、 、用ブロック等の視認性に係る標準化が強く求められている １８年度は 盲人団体

国立身体障害者リハビリテーションセンター及び筑波技術大学等の協力を得て約２

００名の弱視者の輝度コントラスト感度に関する計測を実施した また 点字ブロッ。 、

ク標準化の審議が行われているISO/TC173/WG7の第４回国際会議にて輝度コントラ

、 （ 、スト感度計測結果の中間発表を行い 視認性について日本から新規業務項目 以下

「ＮＷＩ」という ）を出すことが了承された。。

○高齢者・障害者配慮規格策定のための技術情報の標準化（16年度～18年度）

ISO/TC159/WG2の国際委員会及び国内委員会に参加して、作成予定のISO/TR に
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身体特性分野及びアレルギー分野の記述をする事で了承された。記述内容について

は国際委員会及び国内委員会で説明を行い、委員からの疑問点・質問事項に対して

、 、 。 、回答して ＮＩＴＥの主張した事項について ほぼ記載されることとなった また

ISO/TRについての各国からのコメントに対しても、適切に回答を行った。

ISO/TRについて、一般向けにいくつかの例示をした冊子の修正を行った。

○チャンバー法による電子機器からのＶＯＣ等放散測定方法の標準化（16年度～18年

度）

室内で使用される電子機器から放散される揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等を測定

する方法を標準化するために、１８年度は、ＪＩＳ原案作成委員会を設置して、１

６年度及び１７年度の調査結果を踏まえて作成した測定方法の素案審議に加え、技

術調査としてチャンバー性能確認方法及びコンディショニング条件の調査を実施

し、この結果をＪＩＳ素案に反映するため審議を行い、年度末にはＪＩＳ原案を作

成した。

○手すりの工学的安全性評価方法の開発（17年度～18年度）

手すりの転倒防止に係る強度、安定性、耐久正当の工学的安全性の評価方法開発

を目指して、手すりの日使用における問題点を検討するため、被験者実験、強度、

耐久性等の機械試験を実施し、これら実験等のデータを基に手すりに最適な安全性

評価方法を作成した。

○浴槽内いす・すのこ（入浴補助用具）の工学的安全性評価（17年度～18年度）

運動機能の衰えた高齢者の入浴を補助する浴槽内いす・浴槽内すのこの工学的安

全性評価を開発した。１８年度は、１７年度の国内外の関係規格整備実態等の調査

、 、 、 、結果を踏まえ 安定性 強度 滑り抵抗特性など工学的評価項目のテストを実施し

試験方法のＪＩＳ素案として取りまとめ、ＪＡＳＰＡへ提出した。

○体位変換器の工学的安全性評価（17年度～18年度）

体位変換器の工学的安全性評価方法の開発に当たっては、既存規格の活用等に

よって効率化を図りながら評価方法の開発を進めた ３月のＪＡＳＰＡの分科会 Ｊ。 （

ＩＳ素案の作成）で評価項目及び評価方法の概要説明並びに意見交換を行い、評価

方法を試験方法のＪＩＳ素案としてとりまとめＪＡＳＰＡへ提供した。

②-３ ＪＩＳ原案等の作成

○音響性能の基本測定法のＪＩＳ原案作成

産総研との共同事業で作成したTR C 0028を踏まえ、IEC61601-1「オーディオ・

ビジュアル機器－ディジタル・オーディオ部－音響性能の基本測定法－第１部：一

般事項」及び「オーディオ・ビジュアル機器－ディジタル・オーディオ部－音響性

能の基本測定法－第２部：一般消費者用 、IEC 61601-4「オーディオ・ビジュアル」

機器－ディジタル・オーディオ部－音響性能の基本測定法－第４部：パーソナルコ

ンピュータ」の３件について、１８年度にJIS原案を作成した。

○報知光の視認性評価方法ＴＲ提案

１５年度調査研究後に旧ＪＩＳフォーマットで作成していたＴＲ素案を大幅に加

筆、修正し、新ＪＩＳフォーマットに対応するＴＲ案を作成した。

③-1 ISO／TC61（プラスチック）／SC2（機械的性質）
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９月に横浜で開催されたTC61総会でWG2 硬度及び表面特性 のプロジェクトリー（ ）

ダー（以下、PLという ）としてDIS19252「耐傷性評価方法」投票を実施。。

また、WG7（破壊じん性試験）ではコンビーナ及びPLとして、CD18874「薄肉材料

の破壊じん性試験方法 投票を予定するとともに コンビーナとして他の5プロジェ」 、

クト案件の審議を行った。

更に、WG7コンビーナとしてISO/TC61/SC2における活動を円滑に進めるため、欧

州を中心としてプラスチックの破壊力学分野の専門家が一堂に会するESIS（欧州構

造物健全性協会）/TC4（Polymers and Composites）に参加し、ISOにおける動向を

伝えて理解を求めるとともに、欧州における動向についての最新情報を把握する活

動を行った。

③-2 ISO／TC159（人間工学）

SC3（人体計測と生体力学）の国際幹事（以下 「セクレタリー」という ）としてS、 。

C3を積極的に運営し、２規格(ISO15535「人体測定D/B作成のための一般的条件 、ISO」

11226「人間工学－静的作業姿勢の評価 ）の国際標準化及び３規格(15536-2「人間工」

学－コンピュータマネキンとボディーテンプレート－コンピュータマネキンの機能の

検定と寸法の実証 、11228-2「人間工学－手作業－押し引き作業 、11228-3「人間工」 」

学－手作業－軽負担繰り返し作業 ）のFDIS投票を実施した。また、１０月にサンフ」

ランシスコでSC3総会を開催し、SC3/CAG（議長アドバイザリーグループ）を設立する

と共に、SC3セクレタリーとして参画し、SC3活性化に係る提言書の採択と不活動なWG

(WG2及びWG5）を廃止することを決定した。

TC159/WG2(特別な配慮を必要とする人々のための人間工学)では、エキスパートと

、 （ ）して参加し ＮＩＴＥの調査研究データ NITE人間特性データベース及びアレルギー

をテクニカルレポート(22411「Ergonomic data and ergonomic guidelines for the

application of ISO/IEC Guide 71 in standards related to products and service

s to address the needs of older persons and persons with disabilities」とし

て提案した。NITE人間特性データベースの引用は，当該データベースの有効性を広く

国内外に知らしめることになる。

③-3 ISO／TC173（障害のある人のための支援製品）

○「歩行補助具用先ゴムの耐久性試験方法及び要求事項」

歩行を模したメトロノーム型耐久性試験装置及び相対的に路面が揺動する床面揺

動式耐久性試験装置の２種類の試験器を開発し、国際医療福祉大学との共同研究に

より実施した被験者計測データを元に、新規業務項目(NWI）としてPLを含めて提案

した。

○TC173/WG1（歩行補助具）

、 、 、国内事務局として ４件のプロジェクトを推進すると共に エキスパートとして

「歩行補助具用先ゴムの摩擦試験方法及び要求事項」の委員会原案（ＣＤ）コメン

トへの対応のため、低温摩擦試験を実施し、試験温度条件の了承を得るとともに、

修正・追加提案をする等、DIS投票の実施に向けて貢献した。

○TC173/WG7（歩行者領域における視覚障害者誘導のための設備と方法）

国際事務局として、２件のプロジェクトを推進すると共に、１０月にフランスの
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協力を得てリヨンにおいて国際会議を開催し 「視覚障害者誘導ブロック」を国際、

規格案(DIS)として登録準備をするなど、積極的にコンビーナの支援を実施した。

③-4 IEC/TC89（耐火性試験）

WG12 耐火耐熱試験 エキスパートとして 日本提案のIEC60695-11-11 プラスチッ（ ） 、 「

クの着火性測定方法 （TS/CD3段階）ほか20プロジェクト案件の審議に積極的に参画」

した。

③-5 ISO/IEC/JTC1（情報技術）

SC28（事務機器）にファーストトラック（迅速法）で提案されたDIS28360(Informa

tion technology-Office equipment-Determination of Chemical Emission Rates fr

om Electronic Equipment)に対し、BRM（投票結果会議）に参加し技術的側面からの

提案を行い国内事務局を支援した。

③-6 COPOLCO（Committee on consumer policy）

COPOLCO総会に出席すると共に、２月に開催されたANCO(Asian Network on Consume

rs' Participation in Standardization)に日本代表として１名が参加すると共に一

名を講師として派遣した。

④見直し期限の近づいたＴＲ（標準報告書）

「 」○TR S 0001-2002 消費生活製品の報知音等の設計指針－生活環境音データベース

については、JIS S 0014「高齢者・障害者配慮設計指針－消費生活製品の報知音－

妨害音及び聴覚の加齢変化を考慮した音圧レベル」としてJIS化されたことから、

廃止を提案した。

「 （ ） 」 、○TR Z 0024-2002 きゅう 嗅 覚によるにおいの同定能力測定方法 については

産業技術総合研究所を中心にＴＳ（標準仕様書）とすることとした。

(2)製品の安全確保のための標準化

上記１．の業務を通じて得られる知見等を活用し、以下の業務を行った。

①経済産業省の意見を踏まえ、事故情報の収集、分析、事故原因の究明、再発防止措

置の評価、事故動向の分析等の業務を通じて得られる知見等を活用し、製品安全４

法の技術基準や関連する任意規格のあり方について、検討を行い、報告書を作成し

た （平成１８年度経済産業省委託事業「製品安全基準の整備（安全規格体系の調。

査 （再掲：1.参照））」）。

②経済産業省の意見を踏まえ、消費者が利用する製品について、複数の製品分野に共

通して用いられる規格原案の検討を開始するとともに、これに関連する業界の自主

基準作成等の取組に対して、適切なアドバイスを行った （再掲：2.(1)参照）。

(3) 人間特性に係る技術的データ等の提供

製品の安全で使いやすい設計に資するため、以下の業務を行った。

①基本人間特性に関わるデータの充実

○人間特性計測業務検討委員会を再編し、第１回委員会を１０月５日、第２回を１月

２９日に開催し、取得すべきデータ項目を、優先度などを考慮して次のとおり確定

した。
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・関節特性（関節発揮トルク、関節可動域等）

・運動属性（筋力、柔軟性、平衡機能、反射等）

（ ）・生活におけるパフォーマンス指標 歩行など具体的な日常生活動作を想定した特性

○人間特性データベースのネットワーク化の最初のステップとして、厚生労働省、文

部科学省及び防衛庁の人間ＤＢ関係部署を訪問し、ネットワーク化に向けた協力に

ついて意見交換を行った。その結果、今年度は、NITEの人間特性ＤＢから厚生労働

省の「国民健康・栄養調査」データ及び文部科学省の「体力運動能力調査」データ

へのリンクを張った。

○更に、九大－NITE連携協力協定を締結し、人間特性データベースのネットワーク化

の基盤を強固な位置づけとした（平成１９年１月９日日刊工業新聞一面トップ記事

で「人間特性に関する九大－NITE連携協力協定」が紹介 。）

○また、感覚特性（聴覚、視覚など）に係るデータで社会的なニーズ の多いものに

ついては、基本人間特性に係わるデータベースへ追加をする方向で、別途、１９年

度から人間感覚データベースの構築を行うこととした。

○キッズデザイン協議会子ども身体特性計測研究会へ加入し子ども身体特性計測の動

向等の情報収集、NITE人間ＤＢの広報を行った。

○第１期ＤＢデータを基に人間動態特性ＤＢ冊子（配布版）を作成した。

②基本人間動態特性計測手法の標準化

○基本動作における動態特性の推定ツールとして、関節発揮トルク特性の取得方法の

精査を行った後、肩・肘関節発揮トルク特性を２リンク機構モデルにあてはめ、操

作力楕円理論及びヒトの筋特性（２関節筋特性）を考慮したモデル式による発揮力

推定（計測）手法を確立した。また、確立した手法による推定値と実際に発揮でき

る持ち上げ力との比較を行い、モデルの妥当性検証を行った。

○モデル式及び検証データをホームページで公開した。

３．講習関係業務

電気・ガス消費機器設置工事の欠陥による災害の発生を防止して国民に危害が及ば

ないようにするため、工事に従事する資格者に対して新技術、事故事例等の知識を習

得させるための定期的な講習の受講義務がそれぞれの法令で定められている。

同法の目的達成のためには、講習実施機関として独立行政法人が行うべきとの考え

方の下、NITEが指定され、平成１４年度から法定講習を実施している。

講習業務関係の今年度の成果としては、

○第一期からの懸案であった第１種電気工事士及びガス消費機器設置監督者の受講情

報等を一元管理する自前ＤＢの開発を１月に完了し、試験運用を開始したこと、が

挙げられるほか、各講習業務の実績は次のとおりであった。

(1) 電気工事士法に基づく講習関係業務

○今年度は、５年で一巡する定期講習の中で、受講対象者数が最も少ない年度（平成

１９年度もほぼ同規模）であった。約２．７万人の対象者に対し、全国で２２９回

の講習を開催し、合計２４，８７１人が受講した（受講率は、過去最高の９０％を
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記録 。）

平成１９年度には会場設定ができないが第４／四半期に講習がある地区について

は、その地区の平成１９年度対象者にとっては受講期限月よりも最大で９ヶ月程度

前倒しとなるが、地元での受講機会を選択できるよう追加受講案内を行った。その

結果、平成１８年度の全受講者数の２．６％に相当する人数が受講した。その他、

主な取り組みは以下のとおり。

・法定期限内に受講できるよう、ダイレクトメールにより講習案内を送付、案内書の

内容を見直して改善し、受講申込者数が増大するよう配慮した。

、 、 （ ）・NITEのHPに講習開催案内を掲載し３月末までに１９回更新 また 業界新聞 １社

でも定期講習の広告掲載し、受講促進のための広報を行った。

、 、なお 平成１７年度に関係団体等に配付したポスター及びリーフレットについては

追加配付依頼にも迅速に対応した。

・行政サービス向上を踏まえ、より受講しやすい環境を提供するため、昨年度に引き

続き、土・日曜日の講習を開催した。全開催回数に占める土日開催回数の比率は前

年度を上回る１９．７％（平成１７年度は、１２．３％）となった。

・受講案内したにもかかわらず未申込であった者には、従来の要請文の内容の改善を

行った上で計３回の受講要請を行い、受講申込の誘導をした。また、一部の県（静

岡県、広島県）については、今年度新たな取り組みとしてNITEとの連名による受講

要請を実施した。

・NITEからの３回の要請にもかかわらず受講申込をしない者に対しては、毎年、免状

を交付した都道府県に当該者情報を提供し、受講指導するように依頼してきたが、

これまでのNITEの対応や姿勢が都道府県にも十分理解され、連携や信頼関係が強化

、 。されたた結果 ほとんどの県が依頼に対して迅速に対応している旨の報告を受けた

、 。・更に これら受講申込者と手数料入金の照合作業を電子処理により確実に実施した

○講習業務の円滑な運営、関係者と協力強化を目的として、

・全国９地区で電気工事士法に係る行政担当者、電気工事関係団体の代表で構成する

定期講習運営連絡調整会議を計画どおり開催した。

・４７都道府県の担当者等を集めた定期講習関係都道府県担当者会議を３月に開催

し、NITEの取り組みや考え方を提示し、理解を求めるなど、問題意識の共有や協力

関係の強化を図った。

○現著作権者の講習センターが新規に作成中であったテキスト原案を、テキスト審議

委員会での審議を経て修正させ、平成１９年度からの定期講習に用いるテキストと

して採用した。

１冊当たりの使用許諾料は、全面改訂の新規テキストであるにもかかわらず、交渉

をし、経費節減に寄与した。

○その他、事業の安定化・効率化の観点から、次年度以降の定期講習の一部請負付託

業務を第２期末までとして、複数年契約を締結した。

定 期 講 習 実 績
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受 講 者 数 開 催 数

18年度 24,871人 229回

17年度 85,279人 649回

16年度 170,435人 1,359回

15年度 120,786人 970回

14年度 20,137人 179回

(2) 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく講習関係業務

○資格講習、認定講習及び再講習のすべてが、年度当初の見込みを上回る受講者数と

なった。そのうち再講習については、全国で１３３回の講習実施計画を立て実施し

たが、東京地区で、３月の再講習受講申込者数が定員を上回り、資格を失効させな

いため、１会場追加して講習を開催し、合計１３４会場で１０，９３６人が受講し

た。主な取り組みは以下のとおり。

・監督者の資格を有している者に対しては、資格が失効しないよう、ダイレクトメー

ルにより再講習案内書を送付し、９月及び１月に未申込者に受講要請を行ったこと

に加え、資格講習、認定講習及び再講習の講習案内をNITEのHPに掲載し、３月末ま

でに１３回更新を行い逐次開催情報を提供した。

・ガス消費機器設置工事監督者の法的資格制度（資格講習）に関し、特定ガス消費機

器の設置工事における資格の必要性を啓発するパンフレットを工事会社等に配付し

た。

・業界新聞２社に資格・認定講習や再講習の案内記事を延べ３回掲載し、受講促進の

ための広報を行った。

○次年度用のテキストのため、計３回のテキスト審議委員会を開催し見直しを行った

ほか、資格講習における修了試験問題に関しても、計４回の作成委員会を経て４通

りの試験問題を作成、試験の実施、合格者への資格証の交付を問題なく確実に実施

した。

、 、○その他 パロマ製ガス湯沸器による一酸化炭素中毒事故を踏まえた法令改正があり

経済産業省では３月に資格者に対してダイレクトメールによる法令改正の周知を

行った。

これに関連しNITEでは、経済産業省に情報の提供を行ったほか、新規資格取得者

には、NITEから直接周知のためのダイレクトメールを発送するなどの連携・協力を

行った。

講 習 実 績

資格講習 認定講習 再講習

18年度 1,027人 28回 288人 6回 9,621人 100回

17年度 901人 28回 288人 8回 11,286人 107回

16年度 1,037人 28回 309人 8回 11,962人 114回

15年度 1,215人 28回 545人 8回 10,221人 107回

14年度 1,317人 28回 239人 10回 13,270人 126回
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４．経済産業省に係る法令等に基づく製造事業者への立入検査等業務

増大する各法令の立入検査等を効果的に執行するため窓口を一本化して、公正・中

立性や守秘義務に加え、技術的専門性と法規制に係る行政的手法をもって運用してい

る。

①工業標準化法に基づく認証製造業者等及び認証加工業者に対する立入検査は、経済

産業大臣から立入検査の指示はなく実施していない。

なお、大臣からが指示があった場合、いつでも立入検査員証を発行し検査を実施

する体制を維持した。

また、計画どおり、試買検査を行い、その結果をＭＥＴＩに報告した。

②工業標準化法の一部を改正する法律による改正前の工業標準化法に基づく認定製造

（加工）業者に対する立入検査は、経済産業大臣から指示のあった１２５工場のう

ち、認定辞退、不明工場の２１工場を除く１０４工場について立入検査を実施し、

その結果を速やかにＭＥＴＩに報告した。経済産業大臣からの立入検査指示件数は

次のとおり。

１８年度 １２５件

１７年度 １００件

１６年度 １４５件

１５年度 １４８件

１４年度 １６３件

１３年度 １６５件

③製品安全４法に基づく製造事業者等に対する立入検査は、経済産業大臣からの指示

のあった３００件のついて立入検査を実施し、その結果を速やかにＭＥＴＩに報告

した。経済産業大臣からの立入検査指示件数は次のとおり。

１８年度 ３００件

１７年度 ３００件

１６年度 ２５１件

１５年度 ２７３件

１４年度 １１２件

１３年度 ４８件

④計量法（適合性認定分野で実施するものは除く ）に基づく届出製造事業者等に対。

する立入検査は、経済産業大臣から立入検査の指示はなく実施していない。

なお、大臣から指示があった場合、いつでも立入検査員証を発行し検査を実施す

る体制を維持した。

⑤家庭用品品質表示法に基づく製造事業者等に対する立入検査は、経済産業大臣から

立入検査の指示はなく実施していない。

なお、大臣からが指示あった場合、いつでも立入検査員証を発行し検査を実施す

る体制を維持した。
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⑥製品安全４法で定める「主務大臣による適合性検査業務実施」に係る業務は、経済

産業大臣からの適合性検査の指示はなく実施していない。

なお、大臣から指示があった場合、当該検査を的確に実施できるよう製品安全４

法等の業務を通じ既存技術の維持を図った。

Ｆ．その他業務

１．登山用ロープ

１０事業者から依頼があり、消費生活用製品安全法に規定する適合性検査に係る

登山用ロープの試験を２８件６５本実施した。

検査依頼書受付件数：２８件（17年度実績 20件）

ロープ試験実施本数：６５本（17年度実績 62本）

検査証明書発行枚数：３６通（17年度実績 31通）

２．容量分析用標準物質の依頼検査

６事業者から亜鉛、ふっ化ナトリウム、しゅう酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、

アミド硫酸の依頼があり、外観検査を７件（不合格０件）品質検査を８件（不合格

０件）計画的に実施した。認証書の発行は、２５件（6,195枚）であった。昨年度

に比べて検査件数が約半分となっているが、これは検査方法に係る規程の改正を行

い、検査単位の変更、認証書発行の変更、封かんの廃止等の合理化を行ったため、

依頼件数が減少したものである。

検査の信頼性の確保のための基準物質の開発を継続して行ったが、更に （独）、

産業技術総合研究所と共同研究契約を結び、一層の信頼性確保と今後の供給体制の

変更に向けて準備を行うこととした。

基準物質設定に係る検討試験を実施し、その成果を日本化学会年会にて発表した

ほか、学会誌３誌に論文投稿し、１誌に掲載され２誌は掲載を約束されている。

外観検査： ７件（１７年度 １６件）

品質検査： ８件（ 同 １４件）

認証書発行： ６,１９５枚（ 同 10,500枚）

３．電気用品安全法に基づく絶縁耐力試験

依頼に応じて試験を実施できるよう、体制を整備した。

４．中国向け輸出化粧品原料等品質証明確認業務

経済産業省の定めた品質証明確認基準に基づく審査を行い、３月末までに１３２件

の品質証明確認書を交付した。

、 、○前年度に比し申請原料数が増加する中 前年度同様の業務実施体制で効率化を図り

１８年度も単年度ベースで黒字となった。

品質証明確認申請 ：１２９件 （１７年度 １２７件）
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確認申請原料数（延べ数）

・化粧品原料 ：２２２原料 （ 同 １１１原料）

・化粧品完成品 ： ３２原料 （ 同 ３３原料）

合計 ２５４原料 （ 同 １４４原料）

品質証明確認書交付：１３２件(注)（ 同 １２２件）

(注)確認書交付１３２件の内訳

１７年度に申請受理し、１８年度に交付したもの６件と１８年度に申請受理し

た１２９件のうち、１９年３月末までに交付した１２６件の合計数。

Ｇ．その他業務運営に関する計画

１．独立行政法人産業技術総合研究所との共同事業

中期目標に従い、独立行政法人産業総合技術研究所と共同事業契約を締結して役割

、 「 」 、分担を行い 同研究所との共同利用施設である くらしとＪＩＳセンター において

標準化関係業務を実施した。

１８年度の共同研究の実績は下記のとおりである。

①生体親和性インプラント材料のテクノロジーアセスメント技術の開発（産総研と共

同、京都大学再生医科学研究所、４企業との協力・連携）

②金属系生体材料の切り欠き感受性評価方法の標準化（産総研との共同）

③視覚障害者誘導用ブロック等の視認性評価方法の標準化（産総研との共同）

④年齢別聴覚閾値分布の標準化（産総研との共同）

⑤高齢者・障害者配慮規格策定のための技術情報の標準化（産総研との共同）

２．試験等の評価結果の信頼性確保

生活・福祉技術センター大阪本部、北関東支所、北陸支所、中部支所及び九州支所

の人間生活福祉５部署は、ＪＩＳ Ｑ １７０２５に適合したマネジメントシステムの

確保・維持のため、ＰＤＣＡサイクルを内部監査、マネジメント・レビュー等により

、 、 。継続的に運営し 更なる改善のために マネジメントシステムの維持・管理に努めた

ｂ）業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

運営費交付金事業において外部機関、外部人材の活用等による効率的な業務運営を

行ったこと、また、一般管理費については、人員配置の最適化を進め、1,129百万

円（前年度比△4.1％）となり、中期目標３％を上回る経費削減を達成した。

( ) 外部機関との協力・連携の推進1

Ａ．バイオテクノロジー分野

【共同研究等外部機関との協力・連携の推進】

【生物遺伝資源の収集、保存、提供に関する共同研究等】

以下の事業について共同研究を実施している。
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①遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究プロジェクト：(財)

バイオインダストリー協会(JBA)

②ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築プロジェクト：ア

ステラス製薬(株)、味の素(株)、日鉄環境エンジニアリング(株)

③NITE保有生物遺伝資源の産業利用の可能性に関する共同事業：大量提供を希望し

た国内５社＋１研究機関

④ベトナムにおける生物遺伝資源の保全と持続的利用に関する共同事業：国内２社

⑤微生物保存法開発（大量ハンドリングに適したL-乾燥法の開発）業務：(株)海洋

バイオテクノロジー研究所

⑥「石油関連施設腐食対策の基礎調査 ：新日本製鐵(株)」

「 」 （ ）⑦ インドネシアにおける石油の海洋汚染対策 ：インドネシア科学研究所 LIPI

⑧遺伝子パターニング化技術を応用した微生物の遺伝子レベルでの品質管理及び安

定供給に資する迅速スクリーニング用基盤データベースの作成と基幹検索ソフト

ウェアの開発研究：ヤマト科学(株)、(株)アドジーン

⑨MOU等に基づくアジア各国との協力関係

・インドネシア：インドネシア科学研究所(LIPI)

・ミャンマー：パテイン大学(PU)

・ベトナム：ベトナム国家大学ハノイ校(VNUH)

・モンゴル：モンゴル科学院生物研究所（MAS）

・中国：中国科学院微生物研究所（IM-CAS）

・タイ：タイ国立遺伝子工学バイオテクノロジーセンター（BIOTEC）

⑩生物遺伝資源の利活用促進のためのゲノム解析

・アナエロリネア属細菌：(独)産業技術総合研究所

・アシディフィリウム属細菌：早稲田大学

・デフェリバクター属細菌：(独)海洋研究開発機構

・ハロアーキュラ属古細菌：近畿大学、東京工業大学、東洋大学、インシリコバ

イオロジー株式会社

・スフィンゴビウム属細菌：東北大学、岡山大学、東京大学、長岡技術科学大学

・清酒酵母きょうかい7号株：(独)酒類総合研究所等２４機関（※１）

・アセトバクター属酢酸菌：山口大学

・テトラジェノコッカス属乳酸菌：野田産業科学研究所

・新規メタン生成古細菌：(独)海洋研究開発機構、長岡技術科学大学

・スピルリナ属光合成細菌：埼玉大学、東京大学、昭和女子大学

・グルコンアセトバクター属酢酸菌：山口大学

・ミクロルナタス属細菌：(独)産業技術総合研究所

・アクチノプラネス属放線菌：山梨大学、東京大学、北里大学、国立感染症研究

所、長瀬産業株式会社、メルシャン株式会社

・キタサトスポラ属放線菌：北里大学、東京大学、山梨大学、大阪大学、国立感

染症研究所、長瀬産業株式会社、

メルシャン株式会社
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共同研究分担；

NITE：全塩基配列の決定等

民間企業等各試験研究機関：遺伝子の機能解析

（※１）次の機関が参画。

・企業９社：アサヒビール 大関 菊正宗酒造 キリンビール 月桂冠 サッ、 、 、 、 、

ポロビール、サントリー、日本盛、白鶴酒造、

、 、 、 、 、・大学等８学校：大阪大学 九州大学 京都大学 東京工業大学 東京大学

山口大学、東京農業大学、神戸市立工業専門学校、

・研究機関等２機関：(独)酒類総合研究所、(財)日本醸造協会

・自治体関係５機関：愛知県産業技術研究所、鹿児島県工業技術センター、

群馬県立群馬産業技術センター、広島県立食品工業技術セン

ター、福岡県工業技術センター

⑪プロテオーム解析に関する研究等

・麹菌のプロテオーム解析において関係企業と共同研究を実施

共同研究分担；

NITE：発現酵素・タンパク質の同定

金沢工業大学：菌体の培養・転写解析

産業技術総合研究所：発現解析・遺伝子情報の高精度化

東京大学：遺伝子情報の高精度化

【その他外部機関との連携等に関する実績】

①生物遺伝資源の利用実態にあった提供体制の整備について検討のため、日米の

バイオ関連のベンチャー企業や知的財産等の扱いに関してJBAと連携して調査を

実施した。

②JBAと共催で「動き出す微生物の新産業利用」の講演会を実施。

③国内で保有されている生物遺伝資源の有効利用を図るため、日本微生物資源学会

内の委員会において、利用者が検索しやすいバーチャル統合カタログを作成し、

委員会事務局であるNITEのサーバーより７月からインターネット上で公開し

た。また、１月には海外版を作成し公開した。

④ヒトインフルエンザウイルス分離株の遺伝子解析について、国立感染症研究所と

共同事業を実施。

⑤ゲノム解析部門におけるアノテーション実施体制の整備のため、17年６月－18年

７月にスイスのSWISS PROTへ職員１名を在外研究員として派遣し、技術の習得、

情報の交換を行った。

⑥NEDO委託事業（高性能宿主細胞創製技術の開発、微生物反応の多様化・高機能化

技術の開発）について、協和発酵との間で連携（菌株提供を受ける）を図った。

【業界からの意見聴取】

①JBA（産業界）と協力し、生物遺伝資源の産業利用技術開発勉強会を主要な微生

物利用の企業、大学、研究所を取りまとめて立ち上げた（96名登録 。勉強会）
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では生物遺伝資源プラットフォーム整備、ベンチャー支援、技術開発等の政策

提言を作成した。政策提案の内容は、産業界のグリーンバイオフォーラム（バ

イオ政策提案組織）NEDO（グリーンバイオ戦略）とも摺り合わせた上で、METI

生物課へ提案した。

②NITE・JBA生物遺伝資源研究会を開催し（３回 、産業界の意見の取り入れと、）

NITE活動の産業界への浸透を図った。

Ｂ．化学物質管理分野

①化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発業務においては、独立行政法

人産業技術総合研究所及び財団法人化学物質評価研究機構と、リスク評価手法

の開発、初期リスク評価及び詳細リスク評価を実施しており、三者の連携によ

り円滑に業務を遂行するため共同研究体を構成し、密接な連携により業務の促

進と効率化を図った。

②既存化学物質安全性点検事業の加速化業務においては、化学物質の加水分解性

の予測手法の検討を実施しており、本業務のうち、化学物質の加水分解におけ

る反応解析及び加水分解の判定基準の作成等については、従来から分子軌道法

による反応解析を行っている国立大学法人山口大学工学部と共同研究研究を行

い、両者の十分な連携により業務の促進と効率化を図った。

Ｃ．適合性認定分野

・８月の分析展2006では独立行政法人産業技術総合研究所計量標準総合センター N（

MIJ）の出展支援を行い、１２月の計測展OSAKA2006では隣接する日本電気計器検

定所との壁を無くしたオープンブース出展や（社）日本電気計測機器工業会主催

の講演会への講師派遣等を行い、展示会においても関係機関との連携をさらに強

化した。

・ 財）日本情報処理開発協会 情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進ｾﾝﾀｰ(JIPDEC)からの要請を受け、J（

IPDECのPAC等への正会員加盟の準備支援の一環としてISO/IEC17011に基づく内部

監査を、６月に２名で実施した。

・認定機関協議会を発足させる一方、１２月には（独）農林水産消費技術センター

へ所長他３名で訪問し、意見交換を行った。

・技術情報セミナー及び計測標準フォーラム合同講演会の開催を提起し、認定セン

ターが主導して開催した。

Ｄ．生活安全分野

・事故情報収集状況

年度 事故受 内訳

付件数 新 聞 事 業 消費生 消防署 その他

（ ） （ ）注１ 情報 者 活ｾﾝﾀｰ 注３

１８年度 4,084 1,819 1,234 378 243 410
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１７年度 2,952 1,916 575 135 174 152

注１：この件数には、受付けた総件数であって、重複案件等も含む。

注２：新聞情報の欄は、web情報を含む。

注３：その他の覧には、経済産業省、警察、病院等（新聞、事業者、消セン、消防署以外の全て 。）

事故情報の総受付件数は、４，０８４件で、対前年同期比１３８％と大幅に増加

した。これらのうち、消防署からの通知は４０％の増加、消費生活センターからの

通知は２.８倍と極めて大きく増えたが、これは、機構の全国組織を活用しつつ、

消費生活センター、消防等の地域における関係機関等との緊密な協力・連携を更に

ローラー作戦で５３機関訪問し強化したこと及びモニター研修によるモニターの質

の向上を図ったことによるものと思われる （再掲）。

・標準化関係業務

○主務官庁を含めた連絡会を開催し、協力体制のもと、標準化を効率的に促進する

、 。（ ）ための作成手順 方策等を工業会及び試験機関に指示・アドバイスした 再掲

○民間標準化機関との連携強化について、産業界の基準作成支援については、リフ

ト、可搬形スロープ等５件のJIS原案作成委員会に参画した （再掲）。

○人材育成については、国際医療福祉大学・大学院で実施した「福祉用具標準化の

入門」に３人の講師（本所、大阪）を派遣した。

○これまでＮＩＴＥが実施してきた福祉用具の個別試験方法開発に関しては、主務

官庁、工業会（ＪＡＳＰＡ）と連絡会を実施（４月から毎月実施）し、福祉用具

の工学的安全性評価方法の開発を推進する体制を検討した。その結果、今年度か

ら、経済産業省の委託事業として、試験機関（日本文化用品安全試験所（ＭＧＳ

Ｌ ）が、福祉用具標準化のための試験方法開発業務を開始した。）

当開発業務に当たって設置されたＭＧＳＬ・ＪＡＳＰＡ主催のＪＩＳ試験方法開

発調査研究委員会（２回開催）に職員が委員長として参画した。

○ISO／TC61関連で山形大学との委託契約を実施した他、人間特性データを活用し

たモノづくりの実現、より安心・安全な製品の普及に役立てることを目的に、九

州大学と人間特性に基づくデータの研究開発や標準化について連携協力協定を締

結（２月）した。

○ＩＳＯ／ＴＣ１７３新規国際提案「歩行補助具用先ゴムの耐久性試験方法及び要

求事項」業務を効率的に進めるため、今年度新たに国際医療福祉大学との共同研

究により歩行補助具使用者を対象に被験者計測を行った。

○独立行政法人産業技術研究所とは、産学官連携部門工業標準部と定期会合（１８

年度は、３回実施）を行い、共同研究施設である「くらしとＪＩＳセンター」

の研究施設を活用して庁舎維持費の節約を行うなどの業務の効率化を図った。ま

、 。た 視覚障害者誘導用ブロックの視認性に係る標準化など４件の調査研究を実施

なお、視覚障害者誘導用ブロックの視認性に係る標準化業務については国立大

学法人徳島大学と、年齢別聴覚閾値分布の標準化業務については国立大学法人九

州大学への委託事業として技術情報の交換を密にするなど、協力・連携を図り効
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率的な業務運営を行った。

Ｅ．その他

① 標準物質関係業務において、独立行政法人産業技術総合研究所と、検査の信頼

性の一層確保と今後の供給体制の変更に向けた準備のための手法の確立を実施し

ており、両者の密接な連携により業務の促進と効率化を図った。

② 効率化による経費の削減

・ マニュアル化等による迅速・効率化

庶務・厚生業務及び調達・決算業務といった一般管理業務について、マニュア

ル化を進め、2007年問題対応を含めて人材の流動性を確保しつつ、業務の迅速・

。 、 、 、効率化等を図った また 庶務・厚生業務等については 標準処理期間を設定し

より一層の迅速化を推進した。

・ 調達（契約）の透明化・効率化

一般競争入札への移行を推進し、前年度随意契約案件１１件を入札に移行する

とともに、随意契約案件のＨＰでの公表等を開始し、透明化を図った。

本部での一括調達を拡大するとともに、調達手続等のマニュアル化を進め効率

化を図った。

・ 一般管理業務のアウトソース

一般管理業務のうち、アウトソース可能な業務を洗い出し・分析、順次実行し

た。

＜社会保険等事務のアウトソース＞これまで職員が行ってきた非常勤職員に係

る社会保険等の事務について、社会保険労務士と業務委託契約を結びアウトソー

ス化を実施した。

・ 一般管理業務の見直し

本部・支所の一般管理業務の再編を行った。

今後の本部・支所における一般管理業務のあり方を検討した。

、 、一般管理業務実施が困難となっている小規模の支所について 他支所での実施等

業務分担を整理した。

(2) アウトソーシングの推進

① 機器類の洗浄・滅菌作業について、作業マニュアルを作成し、年度内に外注契

約を締結。効率化分（１．５人）は、生物遺伝資源の収集・保存・提供（情報の

付加を含む）業務に充当した。

② 化学物質排出把握管理促進法に基づく定型的な作業について、第１期の試行を

踏まえ、書面による届出に係る受付、形式チェック、電子化までの作業を計画ど

おり一括してアウトソーシングした。

さらに、電子媒体による届出に係る受付、形式チェックについても、一括して

アウトソーシングした。それに伴い、常勤職員１．０人、派遣職員２．０人、非

常勤職員１．０人を削減し、本年からの新規業務である「化学物質排出把握管理
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促進法に関する情報の収集及び解析」に充当した。

③ ＪＮＬＡについては例年に引き続き外部機関等が実施する技能試験４プログラ

ム（繊維分野３プログラム、土木・建築分野：１プログラム）について承認を行

い、活用した。また、認定センターが主体となって実施している技能試験業務の

一括外部委託化を推進するため、公募により専門の外部機関（３機関）と技能試

験プロバイダー育成業務に係る委託を行い、業務運営の一層の効率化を進めてい

る。それに伴い常勤職員０．５人を削減し、ＪＮＬＡ登録件数の増加に係る事務

処理作業に充当した。

ＪＣＳＳについては例年に引き続き電気区分で３件、音響・超音波で１件につ

いて、外部機関の技能試験を審査・承認し、その結果を活用した。

ＭＬＡＰについては、プロバイダー育成の第一段階として、外部機関にＭＬＡ

Ｐ技能試験に適した技能試験用試料の調製を委託した。育成が完了し一括外部委

託化が行えれば常勤職員０．３人を削減できる見通しだが、本年度については育

成と並行しＮＩＴＥ自身が技能試験を実施している。

④ 講習業務

○アウトソーシング推進の一環として、電気定期講習、特定ガス消費機器設置工

事監督関係のそれぞれの講習について、地域における講習需要の把握、地域別

講習実施計画の策定に係る業務をこれまでの請負付託契約に新規追加して請け

負わせた。

○定期講習の講師及び会場責任者の緊急時の手配時等を確実かつ円滑に行わせる

とともに謝金、旅費等の支払い事務処理を外部化することとし、これらの役務

を一体化して請負付託することによりアウトソーシングの推進を図った。これ

により、延べ講師６８７人及び会場責任者２２９人を講習会場に手配した。

なお、資格、認定及び再講習の謝金、旅費等の支払い事務処理は、平成１７

年度から請負付託とした。

○アウトソーシングを推進した結果、常勤職員で０．３人削減し講習業務に係る

ＤＢ開発に充当、さらに、非常勤職員で１．０人の削減を実現した。

⑤ 一般管理業務

これまで職員が行ってきた非常勤職員に係る社会保険等の事務について、社会

保険労務士と業務委託契約を結びアウトソース化を実施。効率化分は福利厚生の

充実に充当。

(3) 外部人材の効果的活用

① 審査員研修生は各プログラムチームを通じて民間企業にも拡大して募集した結

果、９名の参加が得られた。また、ＪＣＬＡとは覚え書きを交換し研修協力体制

等を整え、第一段階としてＭＬＡＰ評定委員会にＪＣＬＡから１名の委員が就任

した。非常勤職員化については、より効率的な手続きで同様の役割（17025の5項

全項目の審査実施）を果たすことが可能な技術専門家化を図り、１機関と契約を

改定し実施をした。他の機関とも契約改定に向け調整を実施している。

② 製品事故調査員制度を確立。１５名調査員として登録するとともに、１１件の
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調査を実施した。

(4) 機動的な内部組織の構築と人員配置

業務遂行に最適な内部組織を構築するとともに、一般管理費の削減に対応した最

も効率的な体制となるよう業務量の変動に応じた人員配置を図るため、以下の体制

整備を行った。

① 一般管理費削減（毎年３％ 、人件費削減（第二期中で５％）等を図りつつ、業）

、 、務の信頼性を確保するため 企画管理業務の機能強化と効率化を両立できる組織

機能の再検討を行い、以下の取組を実施した。

ア．役員及び各部センター所長、次長等により構成される運営会議を設置し、Ｎ

ＩＴＥ全体の運営方針の提示と迅速な意思決定機能を構築した。

イ．若手・中堅職員により構成される企画委員会を設置し、意思決定プロセスへ

各部門からボトムアップにより職員の意見を反映させる機能を構築 本所 渋。 （

谷）のスペース再配置による効率化、各分野の中長期的な羅針盤となる基本

方針等について検討を行い、提案した。

ウ．各種業務における意志決定レベルを見直し、関係規程を整備する等、責任と

権限の明確化・意志決定の迅速化を図った （再掲）。

エ．製品事故や事故につながる情報の収集分析体制の強化を図るべく、重傷等の

重大事故に関し、他の事故情報との関連性等について調査、分析するため、

生活・福祉技術センターの製品安全技術課に事故リスク情報分析室を設置し

た。

オ．情報システム及び広報に係る総合調整等を行う情報統括官の設置、企画立案

と管理機能を分離して機能強化を図るため、企画管理課を経営企画室、人事

企画室、総務課に分離、立入検査等の業務分担を変更したことに伴う改組等

機動的に組織の見直しを行っている。

② 地方支所については、事故情報に関わる関係機関との連携強化と即応体制の構

築及び、製品事故情報の収集・処理に係る体制強化のため、運用及び職員の配置

について、地域の関係機関等と連携して製品事故に関する情報の収集・調査を的

確に行う体制を確保するとともに、最も効率的な体制となるよう業務量の変動に

応じた人員配置を図った。

(5) 業務の電子化の推進

① 平成１９年末までに政府への提出 外部への公表が求められている機構の業務・、

システム最適化計画書作成のため、

ア．平成１８年４月１日に情報統括官（ＣＩＯ）及びＣＩＯ補佐官を設置すると

ともに、検討体制の整備として作業チームを編成後、同チームによる検討を

重ね、

イ．機構の全情報システムの状況把握のための調査を実施し、状況を分析すると

ともに、システム管理者、利用者双方に対し、アンケート及びヒアリング調

査を実施後、管理状況、利用状況を取りまとめ、

ウ．現行業務に供しているレガシーシステムの刷新可能性調査を行い、刷新対象
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及び内容を精査したことにより、最適化対象を機構の基幹ネットワークであ

るＮＩＴＥ－ＬＡＮネットワークを含む全ネットワーク及び組織横断的汎用

システムに決定。

これらの最適化対象を中心として、平成１９年度に作成する最適化計画書

のベースとなる機構業務・システム最適化基本方針（以下 「見直し方針 ）、 」。

を策定した。

見直し方針では、

ア．組織横断的・汎用的業務に関わるシステムはできる限りNITE-LANシステムに

集約させる

イ．調達、契約、メンテ、認証等情報システム整備運用に係る基本業務について

はできる限り集約化又はルールの統一化を図ることを目指す

とし、資源の効率的活用や利便性の向上が達成されるべく方向性を示すこと

ができた。

② 政府の「業務・システム最適化指針」に示されているもう一つの重要な要素で

ある情報システムの信頼性、情報セキュリティの確保・強化については、

ア．物理セキュリティ対策として本所サーバ管理領域の一元化による集中監視体

制の整備、ＩＣカード、生体認証、監視カメラによる入退室管理の強化を実

現

イ．政府より各独立行政法人に要請のあった情報セキュリティポリシーの策定と

して、情報セキュリティ基本方針の策定及びセキュリティ管理規程を整備

ウ．論理的セキュリティ対策として、脆弱性調査及び対策の実施、監視装置等の

強化により、外部侵入、ウイルス感染、情報漏洩等の未然防止に努め、特に

スパムメールを含む迷惑メール対策を先進的に実施し、これは業務の効率化

にも貢献、また、ウイルス感染実績ゼロ及び２４時間情報提供サービスを実

現

エ．人的セキュリティ等対策として、対策基準、関連規程への影響確認を行い、

１９年度における整備の準備作業を実施

オ．機構情報システムの経済性、信頼性等評価に必要な情報システム監査及び情

報セキュリティ監査のための基準整備に必要な準備を実施することにより、

信頼性等の確保、強化を進めた。

ｃ）予算、収支計画及び資金計画

平成１８年度決算関係書類を参照

(1) 予算→決算報告書

(2) 収支計画→損益計算書

(3) 資金計画→キャッシュ・フロー計算書

ｄ）その他

(1) 施設・設備

①施設の概況
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平成１８年度末現在の当機構の施設概況は次のとおりである。

(a)本所

土地12,636.61㎡

本館（ＳＲＣ－６他、延面積10,506.79㎡）

別館（ＲＣ－３他、延面積4,292.62㎡）

（東京都渋谷区西原２－４９－１０）

(b)バイオテクノロジー本部

生物遺伝資源保存施設棟 （ＲＣ－３、延面積6,980.37㎡）

生物遺伝資源開発施設棟 （ＲＣ－２、延面積3,523.68㎡）

（千葉県木更津市かずさ鎌足２－５－８）

(c)生活・福祉技術センター

大阪合同庁舎第２号館別館 3,315.72㎡

（大阪市中央区大手前４－１－６７）

標準化センター標準技術課

くらしとＪＩＳセンター内

（茨城市つくば市並木１－２）

(d)北海道支所

札幌第一合同庁舎 221.86㎡

（札幌市北区北八条西２－１－１）

(e)東北支所

（土地2,499.60㎡、建物ＲＣ－２他、延面積1,110.99㎡）

（仙台市宮城野区東仙台４－５－１８）

(f)北関東支所

（土地2,895.86㎡、建物ＲＣ－２他 延面積1,315.68㎡）

（群馬県桐生市堤町３－７－４）

(g)中部支所

名古屋合同庁舎第２号館 984.89㎡

（愛知県名古屋市中区三の丸２－５－１）

中部経済産業局庁舎 682.16㎡

(h)北陸支所

金沢駅西合同庁舎 1,028.56㎡

（石川県金沢市西念町３丁目４番１号）

(i)中国支所

広島合同庁舎第３号館 131.40㎡

（広島市中区上八丁堀６－３０）

(j)四国支所

高松第一生命ビルディング５F 108.55㎡

（香川県高松市寿町１－３－２）

(k)九州支所

（土地1,623.56㎡、建物ＲＣ－３他 延面積2,488.29㎡）
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福岡県福岡市南区塩原２－１－２８

②施設の整備

個人情報等セキュリティ確保のための必要な保護設備の整備

２．運営費交付金の交付の状況

運営費交付金として、７，６２５，６４３千円

３．自己収入の確保の状況

(1)国からの受託収入として、２６５，８１２千円

(2)その他からの受託収入として、６６３，１９７千円

(3)講習関係収入として、３２２，４０３千円

(4)手数料収入等として、１９４，６５２千円

４．借入金の状況

該当なし

５．財政投融資資金の状況

該当なし

６．国庫補助金等の交付の状況

施設整備費補助金として、１２０，０００千円

Ⅲ．子会社・関連会社の概況

該当なし


